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戸別所得補償制度に関するモデル対策
【５６１，８２１百万円】

対策のポイント

平成23年度から導入する戸別所得補償制度の円滑な実施に向けて、平成22年度

に全国規模で実証を行うモデル対策として、水田作に着目した①米戸別所得補

償モデル事業、②水田利活用自給力向上事業を実施する。併せて、生産費等不

足するデータを取得するための調査事業等を実施する。

＜事業内容＞

１ 米戸別所得補償モデル事業（新規） 【３３７，０８８百万円】

米の「生産数量目標」に即した生産を行った販売農家（集落営農を含む）

に対して所得補償を直接支払により実施する。

① 標準的な生産に要する費用（過去数年分の平均）と販売価格との差

額を全国一律単価として交付

② 交付金のうち、標準的な生産に要する費用（過去数年分の平均）と

標準的な販売価格（過去数年分の平均）との差額は定額部分として価

格水準にかかわらず交付



２ 水田利活用自給力向上事業（新規） 【２１６，７２９百万円】

(1) 自給力の向上を図るため、水田を有効活用して、麦・大豆・米粉用米・

飼料用米等の戦略作物の生産を行う販売農家に対して、主食用米並の所得

を確保し得る水準を直接支払により交付する。

また、従来の助成金体系を大幅に簡素化し、全国統一単価の設定など分

かりやすい仕組みとする。

作物 単価(10a当たり)

麦、大豆、飼料作物 35,000円

新規需要米 80,000円

（米粉用･飼料用･バイオ燃料用米、WCS用稲）

そば、なたね、加工用米 20,000円

その他作物：地域で単価設定可能 10,000円

※他に、二毛作助成（15,000円/10a）を実施

(2) 米の「生産数量目標」に即した生産のいかんに関わらず、すべての生産

者を助成対象とする。

(3) なお、産地確立交付金、水田等有効活用促進交付金、需要即応型水田農

業確立推進事業は廃止する。

３ 推進事業等

○ 戸別所得補償制度導入推進事業（新規） 【７，６４１百万円】

戸別所得補償制度モデル事業の実施及び23年度からの本格実施への移行

に必要となる、システム開発・端末整備や直接支払に要する経費を確保す

るとともに、現場における事業推進や要件確認を行う市町村等に対し必要

な経費を助成する。

○ 統計調査事業（新規） 【３６２百万円】

平成23年度からの戸別所得補償制度の実施に向けて、なたね、そば等の

生産費や単収に係る新たな統計データを把握できるよう、調査内容を拡充

する。

お問い合わせ先：

１、３の事業；大臣官房政策課

戸別所得補償制度推進チーム（０３－６７４４－１８５０（直））

３の事業；大臣官房統計部管理課（０３－３５０２－５６２１（直））

２の事業；生産局農業生産支援課（０３－３５９７－０１９１（直））



３ 食料安全保障市民活動促進・支援事業
【４８１(０）百万円】

対策のポイント
耕作放棄地を解消する取組など食料の安定供給に資する市民活動を支援する

ため、国民が参加しやすい寄付の仕組を創設します。

＜背景／課題＞

・国内生産力は大幅に低下。

65歳以上の農業者の割合：21％（昭和50年）→ 58％（平成17年）

耕作放棄地：13万ｈａ（昭和50年）→ 39万ｈａ（平成17年（東京都の約1.8倍））

・我が国の食料自給率は41％（平成20年度・カロリーベース）と主要な先進国の中で最

低水準。

・世界の食料需給は途上国の経済発展やバイオ燃料による需要拡大、地球規模の気候変

動という中長期的に継続する要因により、今後もひっ迫傾向で推移。

・日本全体の寄付金は7,281億円（平成14年）とアメリカの寄付金24兆5,174億円（平成

14年）と比べて30分の1程度であり、農林水産業関係では「緑の羽根募金」が24億円程

度（平成19年）。

・このような状況の中、耕作放棄地の解消など食料の安定供給に資する市民活動を支援

するため、食料自給率の現状等に問題意識や貢献意欲を持っている多くの国民が参加し

やすい仕組を創設する必要。

政策目標

国民参加を得て我が国の食料安定供給の確保のための多様な取組

を創出

＜内容＞

食料安定供給に向けた国民的支援

幅広く国民からの寄付・募金を受け付け、サービス還元や食料安定供給に資する

市民活動への支援を行うシステムの構築及び運営費等の支援を行います。また、新

たな仕組みを国民に分かりやすく発信し、認知を図るための宣伝・広告を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：大臣官房食料安全保障課 （０３－６７４４－２３９５（直））]



【支出】
・我が国の食料の安定供給
に役立つ活動を幅広く支援

（公益目的事業）

【収入】
・消費者が消費支出時に

支払う基金
・直接の募金、寄付等

食料安全保障市民活動促進・支援事業

平素の土台づくり

不測時に対する備え

※この他、支援対象取組の公募も実施

支援の対象（例）

○耕作放棄の解消に役立つ取組

・ 耕作放棄地の解消に取り組む農業者等へ

の定額支援

・ 自給飼料の利用拡大への支援

○戦略作物（麦・大豆等）の生産定着に資する
取組

・ 加工業者と農業者との契約生産支援

○増産、品目転換のための予備資材備蓄（種

子、肥料等）

○家庭における食料品備蓄の推進運動への
支援

〔新規ポイント制度方式〕

［実施主体］ＮＰＯ法人等

事
業
実
施
主
体

「日本の食」応援
ポイントカード

【支援】
事務局運営費
協賛店拡充費
システム開発費
システム端末の導入
費、カード開発費

国

事業広告
宣伝費

食料安全保障
協議会

※ 国は、本事業の趣旨等の理解が促進されるよう本事業に関する広告・宣伝を行う。

〔既存ポイント寄付方式〕

消費者消費者

新規ポイント
運営会社

代金
支払

ポイント
サービス還元

ポイント管理

〔直接募金方式〕

国民・企業

直接の
募金・寄付

協賛
小売店
外食店

代金
支払

ポイント
サービス還元

ポイント及び
ポイント引当
残高等の寄付

ポイント原資

ポイント
発行

既存ポイント
運営企業

カード・端末
導入等支援

ポイント
発行

協賛企業や
取組をＰＲ

システム開発費、
カード・システム端
末の導入費



４ 新型感染症発生時等の食料供給能力向上対策事業
【３０(０）百万円】

対策のポイント
新型感染症の発生など異常事態時においても、国民の食料供給に不安が生じ

ないよう、不測の状況下における食品産業事業者の事業継続能力の向上を図

ります。

＜背景／課題＞

・強毒性の新型インフルエンザ発生し、長期間にわたって影響を及ぼした場合、

① 外食を控えるための保存性の高い食品等への需要の集中

② 感染者の増加による事業者の操業度の低下

③ 原材料、運送等サプライチェーンの寸断

など、国民への食料供給が停滞するおそれ。

・このような状況の下でも、国民への食料の安定供給を確保し、食生活に不安を生じな

いようにするためには、食料の生産・供給等を行う食品事業者等における事業の継続が

不可欠。

・具体的にどのように事業を実施するかを示す事業継続計画の策定を促進する必要。

政策目標

平成22年度までに事業継続計画策定済みの食品産業事業者を約1割

（平成21年9月30日現在）から約7割へ増加

＜内容＞

不測時における食料供給対策

（１）事業継続計画の策定

事業継続計画策定推進のための研修会の開催や備蓄適正の高い品目(米、小麦製

品、缶詰等)の高い供給水準を維持するため、サプライチェーンにおける事業継続

計画の実証・改善を行います。

（２）原材料確保のための支援手法調査

原材料在庫確保のための支援手法に関して、食品事業者がどのように原材料の

確保を図るのか、スイス等の備蓄政策を行っている諸外国における食品事業者の

原材料確保はどうなっているのか等についての調査を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：大臣官房食料安全保障課 （０３－６７４４－２３９５（直））]



５ 食料自給率向上国民運動拡大推進事業
【１,７００(１,７００）百万円】

対策のポイント
食料の安定供給を確保するため、国民が食料自給率の向上に資する具体的な

行動を起こしていけるよう普及・啓発を実施します。

＜背景／課題＞

・我が国の食料自給率は41％（20年度・カロリーベース)と主要な先進国の中で最低水

準（オーストラリア237％、アメリカ128％、フランス122％、イギリス

70％（以上平成15年））。

・世界の食料需給は途上国の経済発展やバイオ燃料による需要拡大、地球規模の気候変

動という中長期的に継続する要因により、今後もひっ迫傾向で推移する見通し。

・このため、国民への食料の安定供給を確保するために食料自給率の向上を図ることは、

食料・農業・農村基本計画に位置づけられた課題。

政策目標

食料自給率目標の達成を図るため、推進パートナー数を2,027社

（平成21年10月14日現在）から5,000社（平成22年度）に拡大

＜内容＞

食料自給率向上に向けた国民への情報発信

国民の一人一人が食料自給率の現状について理解し、日々の食生活の中で国産農

産物等を積極的に選択する等の具体的な行動を起こしていけるよう普及・啓発事業

を実施します。また、食品関連企業をはじめ国産品を応援する人々の組織化を図り

ます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：大臣官房食料安全保障課 （０３－６７４４－２３９５（直））]



６ 地球環境総合対策推進事業

【３３２（５８）百万円】

対策のポイント
農林水産分野における排出量取引や「CO2の見える化」を通じた新たな地球温
暖化対策を推進するとともに、農林水産業が生物多様性保全に果たす役割の
理解を促進します。

＜背景／課題＞
・温室効果ガス排出削減目標（2020年までに1990年比25％削減）の達成に向け、農林水
産分野においても排出削減・吸収の取組が拡大するよう、排出量取引や「CO2の見える
化」などの新たな地球温暖化対策を強力に推進する必要。
・平成22年10月に名古屋で開催される生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）にお
いては、現行の2010年目標に代わる新たな目標が決定される予定であり、生物多様性保
全への意識の向上が見込まれる中、生物多様性を保全できるような農林水産業の推進を
図るとともに、我が国農林水産業が生物多様性保全に果たす役割に対する国内外の理解
を高める必要。

政策目標
○ 排出量取引、「CO2の見える化」を通じた農林水産分野から
の温室効果ガス排出量を10万t-CO2削減（平成24年度）
○ 農林水産業が生物多様性保全に果たす役割を理解する国民
の割合50％（平成24年度）

＜内容＞
１．国内排出量取引制度への農林水産分野からの参画支援

農林水産業から発生するメタン、一酸化二窒素等の温室効果ガスに係る新たな排出
削減方法論の検討・策定を支援します。また、温室効果ガス排出削減・吸収に取り組
み、クレジットを創出する農業者等（売り手）と企業等（買い手）とのマッチング等、
排出量取引制度等への参画支援等を行います。

２．農林水産物・食品に係る「CO2の見える化」の推進
品目別の温室効果ガス排出量算定基準の策定及び「CO2の見える化」の試行的実施、農

産物に係る「CO2の見える化」ルールの検討、食品産業における業種別の「CO2の見える化」
に係る推進基準策定等を支援します。

３．我が国農林水産業が生物多様性保全に果たす役割の理解促進
食料生産と生物多様性保全が両立する取組を実践する水田において、生物多様性の

モニタリングや、営農条件等の事例収集を通じ、当該取組の拡大を図ります。
また、COP10を契機として、わが国の農林水産業の生物多様性保全への貢献を国内外

に発信します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境バイオマス政策課（０３－６７４４－２０１７（直））］



○○排出量取引、「排出量取引、「COCO22の見える化」を通じた農林水産分野からの温室効果ガス排出量をの見える化」を通じた農林水産分野からの温室効果ガス排出量を
1010万万tt--CO2CO2削減（平成削減（平成2424年度）年度）
○○農林水産業が生物多様性保全に果たす役割を理解する国民の割合農林水産業が生物多様性保全に果たす役割を理解する国民の割合5050％（平成％（平成2424年度）年度）

地球環境総合対策推進事業地球環境総合対策推進事業 【【332(58)332(58)百万円百万円】】

①① 「「COCO22の見える化」モデル算定基準策定支援の見える化」モデル算定基準策定支援
・品目別の温室効果ガス排出量算定基準の策定と表示の試行・品目別の温室効果ガス排出量算定基準の策定と表示の試行

②② 農産物における「農産物における「CO2CO2の見える化」簡易型表示ルール構築の見える化」簡易型表示ルール構築
・農産物に係る「・農産物に係る「COCO22の見える化」ルールの検討の見える化」ルールの検討

③③ 食品産業分野における「食品産業分野における「COCO22の見える化」促進の見える化」促進
・食品産業における業種別「・食品産業における業種別「COCO22の見える化」推進基準策定等をの見える化」推進基準策定等を
支援支援

①① 新たな排出削減方法論等策定支援新たな排出削減方法論等策定支援
・メタンや一酸化二窒素削減等の取組の取引対象化に・メタンや一酸化二窒素削減等の取組の取引対象化に
向けた新たな排出削減方法論等の検討・策定を支援向けた新たな排出削減方法論等の検討・策定を支援

②② 排出量取引参画支援排出量取引参画支援
・クレジットを創出する農業者等・クレジットを創出する農業者等((売り手売り手))と企業等と企業等

((買い手買い手))とのマッチング等、排出量取引制度等へのとのマッチング等、排出量取引制度等への
参画支援参画支援 などなど

２．農林水産物・食品に係る「２．農林水産物・食品に係る「COCO22の見える化」の推進の見える化」の推進
【【109109（（4646）百万円）百万円】】

農林漁業者等（売り手）の温室効果ガス排出削減の取組農林漁業者等（売り手）の温室効果ガス排出削減の取組

企業等（買い手）企業等（買い手）

資資
金金

ク
レ
ジ
ッ
ト

ク
レ
ジ
ッ
ト

１．国内排出量取引制度への農林水産分野から１．国内排出量取引制度への農林水産分野から

の参画支援の参画支援 【【107107（（00）百万円）百万円】】

「「COCO22の見える化」の表示の例の見える化」の表示の例

①① 生物多様性向上農業拡大事業生物多様性向上農業拡大事業
・生物多様性のモニタリングや営農条件等の事例収集を・生物多様性のモニタリングや営農条件等の事例収集を
通じ、地域ぐるみの生物多様性保全を全国的に拡大通じ、地域ぐるみの生物多様性保全を全国的に拡大

②② 生物多様性生物多様性COP10COP10理解促進理解促進
・・COP10COP10を契機に我が国農林水産業が生物多様性保全にを契機に我が国農林水産業が生物多様性保全に

果たす役割を広く世界に発信し理解を促進果たす役割を広く世界に発信し理解を促進

３．我が国農林水産業が生物多様性保全に果たす役割の理解促進３．我が国農林水産業が生物多様性保全に果たす役割の理解促進
【【116116（（00）百万円）百万円】】

○○ 温室効果ガス排出削減目標（温室効果ガス排出削減目標（20202020年までに年までに19901990年比年比2525％削減）達成に向け、％削減）達成に向け、 地球地球
温暖化対策の強力な推進が必要温暖化対策の強力な推進が必要

○○ 生物多様性条約第生物多様性条約第1010回締約国会議（回締約国会議（COP10COP10）において、生物多様性保全に関する）において、生物多様性保全に関する
新たな目標が決定予定新たな目標が決定予定
→→ 温室効果ガス排出削減を誘導する新たな手法の展開、農林水産業が生物多様性温室効果ガス排出削減を誘導する新たな手法の展開、農林水産業が生物多様性
保全に果たす役割の理解促進が必要保全に果たす役割の理解促進が必要

※※農林水産地域環境保全状況調査事業農林水産地域環境保全状況調査事業 1212百万円は平成百万円は平成2121年度限りの経費年度限りの経費



７、８、９
世界の食料安全保障への貢献策

【５，１５９(４，５３２）百万円の内数】

対策のポイント
○ 世界の食料生産･投資を促進し、我が国及び世界の食料安全保障に貢献します。

○ 安定的な食料の供給確保に関する取組を支援します。

＜背景／課題＞

・世界の栄養不足人口は10億人に達すると見込まれており、世界の食料生産の促進及び

農業投資の増加が求められています。また、国際的に食料安全保障が重要な課題となっ

ています。

・国民への食料の安定供給を確保するためには、国内生産力を高め、食料自給率を向上

させるだけでなく、輸入、備蓄を的確に組み合わせ、食料供給力を高める必要があります。

政策目標

我が国及び世界の食料安全保障への貢献

＜内容＞

１．官民連携した海外農業投資支援体制の確立

食料輸入安定化機構（仮称）による農業関連情報の提供や栽培確立実証事業等

を通じ、世界の食料生産・農業投資の拡大と新たなルートの開拓による輸入の多

角化を図ります。

食料輸入安定化対策事業 ３５１（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．ＡＰＥＣ農業大臣会合等の開催

ＡＰＥＣの新たな将来ビジョンに食料安全保障の重要性を位置づけるため、２

０１０年に議長国としてのリーダーシップを発揮し、農業大臣会合を開催します。

【２４５（０）百万円】

３．世界の食料安全保障に資する国際協力

アフリカの米倍増計画に加え、マメ、イモの増産計画を検討するなど、開発途

上国での農業生産性向上、生産拡大を図るための技術支援を推進します。また、

ＦＡＯによる農業投資情報の一元化など、世界の農業投資を促進するために必要

な情報収集、仕組み作りを進めてまいります。

【農業等国際協力推進費 ４，５６３（４，５３２）百万円の内数】

お問い合わせ先：

１．３．の事業：大臣官房国際部国際協力課

（０３－３５０２－５９１３（直））

２．の事業：大臣官房国際部国際経済課経済連携チーム

（０３－３５０１－３７３１（直））



世界の食料安全保障への貢献策 （予算要求の概要）

農林水産省大臣官房国際部

施策

注

世界の食料生産・農業投資を促進し
我が国及び世界の食料安全保障に貢献。

ポイント

91億人

現在の栄養不足
人口（推計）

将来の食料輸入に
不安を感じている国民

2050年の
人口（推計）

背景 10億人 90％超

○ＡＰＥＣ初の農業大臣会合等の開催
【２４５ 百万円】

・ 世界のＧＤＰの５割、人口の４割を占めるＡＰＥＣにおける
我が国のリーダーシップの発揮

・ 新たな将来ビジョンに食料安全保障の重要性を位置づけ
・ 持続可能な農業、多様な農業の共存に関する理解の促進

平成22年10月16-17日
新潟市にて開催予定

（国連による推計） （FAOによる推計） （内閣府世論調査）

○世界の食料安全保障のための国際協力
【 ４,５６３百万円の内数】

・ アフリカの米倍増計画に加え、マメ、イモの増産計画を検討
・ ＦＡＯによる農業投資情報の一元化
・ 農業者による自立的な水田開発・営農支援を実施 等

○官民連携した海外農業投資支援体制の確立
【食料輸入安定化対策事業 ３５１ 百万円】

・ 食料輸入安定化機構（仮称）による
農業関連情報の提供、栽培確立実証事業等を通じた

①世界の食料生産･農業投資の拡大、
②新たなルート開拓による輸入の多角化



11 未来を切り拓く６次産業創出総合対策

【１３，８２０(０）百万円】

対策のポイント
「農山漁村の６次産業化」を推進するため、農林水産業・農山漁村の有す

る「資源」を活用した地域ビジネスの展開、新産業の創出等を支援します。

＜背景／課題＞
・世界的な人口増加や経済成長、地球温暖化等の進展により、我が国における食料を含
めた各種資源の調達が将来的に不安定化するリスクが高まっている一方で、我が国の
農林水産業の活力は著しく低下し、農山漁村地域の維持・存続も危ぶまれている状況。

・このような状況に対応するためには、農林水産業・農山漁村と２次産業・３次産業と
を融合・連携させることにより、農林水産業・農山漁村の有する農林水産物をはじめ
とする「資源」を利活用し、新たな付加価値を生み出す地域ビジネス、新産業を創出
し、「農山漁村の６次産業化」を推進することが重要。

・食品産業（製造、流通及び外食）は、農林水産業の最も重要なパートナーであり、国
民に対する食料の安定供給を確保する上でも、引き続き食品産業の発展が不可欠。

政策目標
農林水産業・農山漁村と２次産業・３次産業との融合・連携によ
り、新たな付加価値を生み出し、農林水産業の成長産業化、食品
産業の高度化、新産業の創出を図る

＜内容＞

１．販路拡大・価値向上（新規）
(１)農業者や農業法人等が農業生産のみならず、新商品の開発、地域ブランドおこし、

販路拡大などの農業サイド主導の６次産業化に向けた活動や施設の整備等に必要な
経費を助成します。

(２)地域特産物等の機能性を活かした新商品の提案や安定供給体制の確立などにより、
新食品・新素材の事業化等を支援します。

(３)農商工連携の一層の推進のため、コーディネーター活動を強化するとともに、様々
な異業種による地域ぐるみの新商品開発や販路拡大、これらの本格的な事業化を促
進するための食品の加工・販売施設や農林漁業用機械施設等の整備等を支援します。

未来を切り拓く６次産業創出事業のうち販路拡大・価値向上 ４，３８６百万円
補助率：定額、２/３、１/２、１/３以内

事業実施主体：民間企業等
ほか関連委託費 ７６８百万円

２．地産地消の推進（新規）
(１)日本におけるマルシェ（仮設型直売所）の普及・定着を図るため、大都市地域にお

いて、マルシェの運営に取り組むＮＰＯ法人や市民グループを育成・支援するとと
もに、マルシェ運営者や出店する生産者等への研修等を支援します。

(２)地域における地産地消戦略の策定と、それに基づく直売所の強化やネットワーク化、
加工による高付加価値化、学校給食等への地場農産物の安定供給などの取組を支援
します。また、これらに必要な直売所、加工処理施設等の整備に対して支援します。

(３)地域の食材を活用した特徴ある料理等について、地域団体商標等知的財産権の取得
を目指す取組を支援します。

未来を切り拓く６次産業創出事業のうち地産地消の推進 １，４１４百万円
補助率：定額、１/２、１/３以内

事業実施主体：民間企業等
ほか強い農業づくり交付金（地産地消促進特別枠） ５００百万円



３．流通の効率化・高度化（新規）
(１)生産から消費までの各段階の関係者が連携して行う新技術導入等の食品流通の効率

化やコールドチェーン体制の整備等の流通機能の高度化を支援します。
(２)空き店舗等を活用した食品販売機能の強化や新商品開発等付加価値の創出により、

食料品小売店や飲食店の機能の維持・強化を支援します。
未来を切り拓く６次産業創出事業のうち流通の効率化・高度化 ４５７百万円

補助率：定額、１/２、１/３以内
事業実施主体：民間企業等

４．国際展開（新規）
(１)輸出先国の各種基準への対応の検討・取得、海外市場調査、海外試験輸送、輸出新

産品の試作等、農林水産物・食品の輸出の取組を支援します。
(２)日本食材の輸出促進のための世界的なネットワーク（国際ニッポンフロンティア構

想）を推進し、日本食材を購入する需要を喚起します。
(３)食品産業の海外進出を促進するため、情報収集･提供や技術的支援、現地での政府

担当者や専門家を招聘した研修やセミナー開催等を支援します。
未来を切り拓く６次産業創出事業のうち国際展開 １，５７７百万円

補助率：定額、１/２、１/３以内
事業実施主体：民間企業等

ほか関連委託費 ８９２百万円

５．資源・環境対策（新規）
(１)エネルギー利用・資源利用効率の優れた食品産業を構築するため、食品産業グリー

ンプロジェクトを推進します。
(２)第２世代バイオ燃料の原料としての農林水産物等の利用可能性調査を実施します。

また、国産バイオ燃料等の普及・啓発活動を支援します。
未来を切り拓く６次産業創出事業のうち資源・環境対策 ６１０百万円

補助率：定額、１/２、１/３以内
事業実施主体：民間企業等

ほか関連委託費等 ９４百万円

６．品質管理・コンプライアンスの徹底・企業体質の強化（新規）
(１)ＨＡＣＣＰ手法の普及・定着のための人材育成研修や専門家からの助言・指導等の

取組や、一般的衛生管理の徹底を図るための基礎的な研修等を支援します。
(２)コンプライアンスの徹底に向け、食品業界における企業行動規範や事故対応マニュ

アルの策定に関するセミナーの開催等を支援します。
(３)食品事業者による消費者の信頼確保に向けた積極的な取組について、格付機関等の

民間の事業者が適正に評価・奨励するための枠組みを、具体的な活用を通じた検証
により改善し、普及します。

未来を切り拓く６次産業創出事業のうち
品質管理・コンプライアンスの徹底・企業体質の強化 ３３７百万円

補助率：定額、１/２以内
事業実施主体：民間企業等

ほか関連委託費 １７５百万円

７．緑と水の環境技術革命プロジェクト（新規）
技術を核に、農山漁村が豊富に有する資源を活用した新たな産業を創出する「緑と

水の環境技術革命」の実現に向け、①総合戦略の策定、②新技術の確立や実用化を図
るための事業化可能性調査や技術実証、③イノベーションの種を生み出し育成する人
材の活用・育成等を総合的に推進します。
未来を切り拓く６次産業創出事業のうち緑と水の環境技術革命プロジェクト ２，０００百万円

補助率：定額、２/３以内
事業実施主体：民間企業等

ほか関連委託費 ６１０百万円

［お問い合わせ先：総合食料局総務課 （０３－３５０２－７５６８（直））］



未来を切り拓く６次産業創出総合対策未来を切り拓く６次産業創出総合対策

「農山漁村の６次産業化」を推進するため、農林水産業・農山漁村の「資源」を活用した地域ビ
ジネスの展開等を支援し、農林水産業の成長産業化、食品産業の高度化、新産業の創出を図り
ます。

７つの支援のポイント

○食品産業以外の民間
企業 （観光 ・ＩＴ・商社、
コンサルタント、専門家
（法務・ 会計・ 知財等）

も対象）

○フードチェーンを構成
する事業者 （農林水産
業者、食品事業者等）

支援の対象者 支援の対象となる取組

② 技術や
ビジネスモデルの実証

③ プロジェクトの構想・調査・企画

等

① マーケティング・コンサルティング・
人材育成

④ 事業化投資

例：ＨＡＣＣＰ手法の普及・定着のため
の人材育成研修や専門家からの助
言・指導

例：市民参加型のマルシェの展開のた
めのマルシェ設立・運営などに必要な
経費など

例：農商工連携による新商品開発の事
業化のための食品の加工・販売施設
等の整備

例：流通の効率化を図るための調査に
係る経費など

（３）流通の効率化・高度化 【５億円】

・ コールドチェーンなど、生産から消費までの各段階の関係者が
連携した食品流通の効率化・高度化を支援

（１）販路拡大･価値向上 【５２億円】

・ 農業サイド主導の加工・流通・販売分野への多角化、農商工
連携の推進、地域ブランドの確立等の支援

（６）品質管理・コンプライアンスの徹底・
企業体質の強化 【５億円】

・ ＨＡＣＣＰや一般的衛生管理、食品業界におけるコンプライア
ンスの徹底等を支援

（５）資源・環境対策 【７億円】

・ 食品ロス削減に向けた方策・モデルの検討などの食品産業
における環境対策等を支援

（２）地産地消の推進 【１９億円】

・ 市民参加型のマルシェのモデル的展開や、直売所・加工処理
施設の整備などの地産地消の総合的な支援

（４）国際展開 【２５億円】

・ 輸出促進のための輸出環境整備の支援、「ニッポン」ブラン

ドの定着・浸透、食品産業の海外進出の支援

【１３８億円】

（７）緑と水の環境技術革命プロジェクト 【２６億円】

・ 農山漁村が豊富に有する資源を活用した新たな産業の創出
の実現に向け、技術実証や人材の活用・育成等を総合的に推進



12 有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事業
【３１０（３２７）百万円】

対策のポイント
○食品に起因する健康への悪影響を未然に防止することに重点を置き、生産

から消費にわたる食品の安全性向上についての取組を進めます。

○有害化学物質・有害微生物のフードチェーンにおける汚染実態調査を引き

続き実施します。

＜背景／課題＞

・食品の安全性を向上させるには、「未然防止が不可欠」の考え方に立って、生産から

消費にわたって、科学的根拠に基づいた取組を進めることが大切です。

・農林水産省は、有害化学物質及び有害微生物について、優先度の高いものから食品の

安全性に関するリスク管理を行っています。

・具体的には、食品に由来する健康リスクがどの程度あるのかを予測するために必要な

調査を行い、科学的データに基づいて、健康への悪影響を未然に防止するための政策を

決定していきます。

政策目標

国産農畜水産物の安全性を向上させるため、特定の有害物質等の

摂取量が許容範囲を超えないように抑制

＜内容＞

有害化学物質・有害微生物の調査の実施

食品や飼料に含まれる有害化学物質及び食品を汚染する可能性のある有害微生物に

ついて、想定される健康リスクを基に優先度を決定します。

その優先度に応じて「サーベイランス・モニタリング計画」を作成し、フードチェ

ーンにおけるリスク低減対策の検討に必要な汚染実態調査を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

消費・安全局消費・安全政策課（０３－３５０２－５７２２（直））



有害化学物質及び有害微生物のリスク管理のための調査・分析有害化学物質及び有害微生物のリスク管理のための調査・分析

科学に基づく政策決定の必要性科学に基づく政策決定の必要性

国民の健康に影響を及ぼす被害の未然防止、発生の可能性の低減国民の健康に影響を及ぼす被害の未然防止、発生の可能性の低減

・食品に由来する健康リスクがどの程度あるのか予測
・危害要因の性質や問題の発生過程等に即した決定
・リスクの程度に見合った対策の実施

有害化学物質による食品や飼
料の汚染実態の調査の実施

（ 18年度～）

リ
ス
ク
管
理
検
討
会
（関
係
者
）

リ
ス
ク
管
理
検
討
会
（関
係
者
） 実態調査計画の決定実態調査計画の決定実態調査計画の決定

調査結果の統計的解析

計画に基づく実態調査／緊急調査の実施計画に基づく実態調査／緊急調査の実施計画に基づく実態調査／緊急調査の実施

取るべき具体的措置の検討・決定に反映
取られた措置の妥当性・有効性の確認

実態調査の実施のスキーム実態調査の実施のスキーム

有害微生物による食品や生産
環境の汚染実態の調査の実施

（ 19年度～）

毒性、汚染実態等についての情報収集毒性、汚染実態等についての情報収集

優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質、
有害微生物の決定

優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質、優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質、
有害微生物の決定有害微生物の決定



13 消費・安全対策交付金
【２，８８８（２，３１４）百万円】

対策のポイント
地方の自主性の下、①農畜水産物の安全性の向上、②食品事故対応等のため

のトレーサビリティの普及、③家畜の伝染性疾病と作物の病害虫の予防及び

まん延防止、④地域における食育の取組を進めます。

＜背景／課題＞

・将来にわたって安全な食料を安定的に供給するため、食料供給の各段階において、科

学的知見に基づく適切なリスク管理等の取組を進める必要があります。

・地域の農林水産業や食品流通等の実態に応じ、機動的かつ総合的に実施していくこと

が大切です。

政策目標

○国産農畜水産物の安全性を向上させるため、特定の有害物質等

の摂取量が許容範囲を超えないよう抑制

○入出荷の記録・保存を推進することにより食品トレーサビリテ

ィを確立

○家畜・養殖水産物の伝染病や作物病害虫の予防･まん延防止

○「食事バランスガイド」を参考に食生活をおくっている人の割

合向上

＜内容＞

食の安全・消費者の信頼確保対策の総合的な推進
都道府県等は、次の各分野について、地域の実態を踏まえて具体的な目標を設定し、

その目標を達成するために必要な事業を総合的に実施します。

（１）国産農畜水産物の安全性の向上

（２）食品事故対応等のためのトレーサビリティの普及

（３）家畜の伝染性疾病・作物の病害虫の予防・まん延防止

（４）地域における食育の推進

交付率：定額（１/３以内､１/２以内､９/１０以内､１０/１０）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者団体等

（都道府県等の自主性・独創性）

都道府県等の裁量の下で事業メニューの選択、事業実施地区の採択、地区別の交付金配分、

地方が提案する独自の事業メニューの実施が可能です。

（緊急時への機動的な対応）

高病原性鳥インフルエンザ発生時の侵入・まん延防止対策、カンキツグリーニング病菌の緊

急防除、プラムポックスウイルスの緊急防除等に活用します。

お問い合わせ先：消費・安全局総務課（０３－３５９１－４８３０（直））



Ⅳ 地域における日本型食生活等の
普及促進及び教育ファームの取組
の支援

安全で信頼できる食料の安定供給の確保のための対策という
共通理念に基づき、

↓
地域が自主性・独創性を発揮しつつ、実態に応じた
食の安全確保対策などを機動的・総合的に推進

Ⅰ 農畜水産物の安全性の向上
・安全性向上措置の検証・普及
・農薬の適正使用等の総合的な推進
・畜産物の安全性の確保
・水産物の安全性の確保

Ⅱ 食品事故等への対応のための
トレーサビリティの普及
・食品トレーサビリティの取組の普及

Ⅲ 伝染性疾病・病害虫の発生予防・
まん延防止
・家畜衛生の推進
・養殖衛生管理体制の整備
・病害虫の防除（ＩＰＭ）の推進
・重要病害虫の特別防除等

生産者

消費者

生
産
か
ら
消
費
に
わ
た
っ
て

安
全
で
信
頼
で
き
る
食
料
の
安
定
供
給
を
推
進

年度途中の伝染性疾病や重要

病害虫の発生、有害化学物質等
による農畜水産物の汚染等へ

の迅速かつ機動的な対応



14 食の情報提供活動促進事業
【３０(０）百万円】

対策のポイント
中小事業者等が消費者への食品情報の提供を充実するための環境を整備しま

す。

＜背景／課題＞

・消費者は、食品を選択する際の参考とするため、加工食品の製造工程（どのような原

材料がどこでどのように生産・加工されたか）などの情報を求めています。

・ホームページなどを活用して情報提供を行う事業者の例も一部に見られますが、食品

産業の大多数を占める中小事業者はノウハウや人員の不足等から取組が進んでいませ

ん。

政策目標

消費者への情報提供に積極的に取り組む食品事業者の増加及びこ

れに伴う消費者と食品事業者の相互理解の進展

＜内容＞

食の情報提供活動の促進

ホームページなどによる加工食品の製造工程などの情報の開示のあり方の検討結

果を踏まえ、品目の特徴を踏まえたガイドラインを策定・普及するとともに、中小

零細事業者等が消費者への情報提供を充実するための環境を整備します。

（１）情報開示ガイドラインの作成及び普及 １９（０）百万円

加工食品の品目ごとに、原材料の入手方法、消費者の関心の内容等が異なるこ

とから、情報開示のあり方の検討結果を踏まえ、消費者に適切に対応するための

ガイドラインを作成するとともに、その普及を図ります。

（２）情報提供ツールの作成及び普及 １１（０）百万円

消費者が必要な情報を入手でき、事業者が容易に運営可能な情報開示のため、

ホームページのひな形の設計、情報入力を容易にするソフトウェア等の作成を行

うとともに、中小零細事業者に対する当該ツールの活用普及を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

消費・安全局表示・規格課 （０３－６７４４－２０９９（直））



15 家畜伝染病予防費
【３，５９０(３，５９０）百万円】

対策のポイント
家畜伝染病予防法に基づき、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染病の

発生予防及びまん延防止を図ります。

＜背景／課題＞

・近年の世界的な高病原性鳥インフルエンザの発生等を踏まえ、家畜伝染病予防法に基

づく家畜の伝染病の防疫体制の強化を図っています。

・本年２月に愛知県において本病が発生した際にも、的確なまん延防止措置により、早

期に清浄化を達成することができました。

・しかしながら、近隣諸国を含め、依然として世界各地で本病が発生していることから、

渡り鳥を介した本病の再侵入が危惧されています。

・また、本病以外にも、口蹄疫、豚コレラ等の国際的に家畜の生産に大きな被害を及ぼ

している家畜の伝染病の侵入に備える必要があり、引き続き家畜伝染病予防法及び特定

家畜伝染病防疫指針等に即した防疫体制を維持する必要があります。

政策目標

安全な畜産物の安定的な供給に資する主要な家畜の伝染性疾病の

発生予防及びまん延防止

＜内容＞

１．家畜伝染病予防費負担金 ２，５２６（２，５２６）百万円

家畜伝染病予防法の規定により、都道府県が行う

①検査等に必要な資材費、薬品費等

②家畜伝染病のまん延防止のため行う家畜等の焼埋却に要した経費

③移動制限による農場の売上げの減少額等に対する交付

等の一部について国が負担します。

負担率：１０／１０，１／２（法律補助）

事業実施主体：都道府県

２．患畜処理手当等交付金 １，０６４（１，０６４）百万円

家畜伝染病予防法の規定により、殺処分された家畜の手当金や焼却等に要した

費用の一部を家畜等の所有者に交付します。

交付率：１０／１０，１／２（法律補助）

交付先：法に基づき殺処分された家畜の所有者

お問い合わせ先：

消費・安全局動物衛生課 (０３－３５０２－８２９２（直））



16 動物検疫所及び植物防疫所の検疫事業
【２，５５７(２，４８２）百万円】

対策のポイント
水際検査を的確に実施し、家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の海外からの侵

入やまん延を防止し、我が国の農畜産業の振興・食料の安定供給･公衆衛生の

向上を図ります。

＜背景／課題＞

・近年の我が国への輸入農畜産物の品目・数量の増加及び輸送手段の多様化、アジア近隣

諸国における口蹄疫、鳥インフルエンザ等のまん延により家畜の伝染性疾病や植物の病

害虫が国内に侵入するリスクが高まっています。

・動植物検疫の充実、強化を図り、家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の侵入、まん延を

防止することが大切です。

政策目標

○家畜の伝染性疾病及び植物の病害虫の海外からの侵入・まん延

を防止し、我が国の農畜産物の安定供給を確保

○狂犬病、エボラ出血熱等の動物由来感染症の侵入を防止し、公

衆衛生を向上

＜内容＞

１．動物検疫所の検疫事業 １，１０５（１，００８）百万円

輸入動物、畜産物を介した家畜の伝染性疾病の国内への侵入を防止し、我が国の

食料の安定供給、畜産業の振興に寄与します。また、狂犬病、エボラ出血熱等の動

物由来感染症の侵入を防止し、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ります。

２．植物防疫所の検疫事業 １，４５２（１，４７４）百万円

植物病害虫の海外からの侵入や国内でのまん延を防止し、我が国の食料の安定供

給、農林業の振興に寄与します。また、オゾン層破壊防止に資するため、臭化メチ

ルに代わるくん蒸剤として有望な薬剤の薬効・薬害試験を行います。

お問い合わせ先：

１の事業 消費・安全局動物衛生課（０３－３５０２－５９９４（直））

２の事業 消費・安全局植物防疫課（０３－３５０２－５９７６（直））



18 強い農業づくり交付金
【２１，５７８(２４，４１６）百万円】

対策のポイント
国産農産物の安定供給のため、生産・経営から流通までの強い農業づくりに

必要な共同利用施設の整備等を支援します。

＜背景／課題＞

・農業所得の大幅な減少、農業従事者の高齢化等、我が国農業の危機的状況を打破し、

消費者・実需者ニーズを踏まえた国産農産物の安定的供給体制の構築が喫緊の課題。

・既存の穀類乾燥貯蔵施設等産地基幹施設については、老朽化が進むととともに利用率

が低迷するなど、再編整備等が不可欠な状況。

・これらの課題の解決に向けた取組の推進に必要となる共同利用施設の整備等を支援。

政策目標
○指定野菜の加工向け出荷数量88.6万ﾄﾝ（平成24年度）
○大豆60kg当たり生産コストを３割程度低減（平成27年度）
○認定農業者を新たに600経営体育成(平成26年度)
○中央卸売市場(青果・水産)の低温卸売場２割以上(平成27年度)

＜内容＞

１．食料供給力の強化と生産の持続性の確保
産地における加工・業務用需要への対応等による販売量の拡大、高付加価値化等

による販売価格の向上、生産・流通コストの低減に向けた取組に必要な共同利用施

設整備や小規模土地基盤整備等を支援します。

２．地域農業構造の確立と新規就農者の育成･確保
経営規模の零細な地域等における効率的かつ安定的な経営の育成に必要な農業用

施設等や農業者と食品製造業者等の連携による加工施設等の整備を支援します。

また、道府県農業大学校や農業法人等での研修教育や職業訓練の推進に要する研

修施設や宿泊施設の整備、研修カリキュラムの策定等の取組を支援します。

３．安全で効率的な流通システムの確立
中央卸売市場における低温卸売場などの施設の整備や、卸・仲卸業者等が組織す

る事業協同組合等による市場活性化のための施設の整備等を支援します。

交付率：都道府県への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の１／２以内等)

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、青年農業者等育成

センター、ＮＰＯ法人等

お問い合わせ先：１の事業：生産局総務課 (０３－３５０２－５９４５(直))

２の事業：経営局構造改善課 (０３－３５０２－６４４４(直))

経営局人材育成課 (０３－６７４４－２１６０(直))

３の事業：総合食料局流通課 (０３－３５０２－８２３６(直))



19 産地収益力向上支援事業
【５，１８６(０)百万円】

対策のポイント
産地自らが、収益力向上のためプログラムを策定し、その実現に向け実施す
る生産・流通・加工分野での取組等を支援します。

＜背景／課題＞
・近年の農産物価格の低迷等により供給力の持続性が減退している産地が増大。
・産地における収益力を向上させ、消費者・実需者に対し国産農産物を安定的に供給す
るためには、農業生産のみならず流通・加工分野での取組を促進するなど、産地自ら策
定する収益力向上プログラムの実現に向けた意欲的な取組を支援する必要。

政策目標
事業実施産地の農業産出額を５％以上増加（平成27年度）

＜内容＞

１．産地の収益力向上への取組に対する支援
（１）産地における収益力向上の取組を支援

産地において、農業者団体のみならず、市町村、普及指導員等産地内外の農業関
係者が結集した協議会により策定する産地収益力向上プログラムに基づき、販売企
画力、生産技術力、人材育成力の強化を図る取組に対し、総合的に支援します。

（２）産地経営支援チームによるサポート活動等を支援
産地の取組成果を最大限発揮させるため、普及指導員等を中核として外部専門家

から構成される産地経営支援チームによるサポート活動等を支援します。
産地収益力向上支援事業（ソフト） １，８４３(０)百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：産地収益力向上協議会、民間団体

２．産地の収益力向上に必要な施設整備に対する支援
上記１．の事業における採択地区が、産地収益力向上プログラムの実現のために必

要とする施設の整備・再編に対し、産地の実情を把握している市町村を通じて交付金
を交付し、支援します。

強い農業づくり交付金(市町村型) ３，３４３(０)百万円

補助率：市町村への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の１／２以内等)

事業実施主体：市町村、農業者の組織する団体、民間団体

（関連措置）
３．農業用機械等のリース経費

産地収益力向上協議会が策定した産地収益力向上プログラムに基づく取組に必要と
なる農業機械等のリース導入を支援します。

農畜産業機械等リース支援事業 ４，６０８(０)百万円の内数

補助率：定額（リース料のうち物件購入相当の１／２以内）

事業実施主体：産地収益力向上協議会

お問い合わせ先：生産局総務課生産推進室（０３－３５０２－５９４５（直））



産地収益力向上支援事業
○産地収益力の向上を図り、供給力の持続性を回復するため、産地収益力向上プログラムに基づき、販売企画
力、生産技術力、人材育成力を強化する取り組みを総合的に支援する。

具現化のための総合支援

１ 産地基幹施設の再編整備・機能強化
２ 産地機能強化施設（分析施設、被害防止施設等） などの整備

ソフト支援（１／２）×３年継続（国直接採択事業）

ハード支援（定額）×１年（強い農業づくり交付金のうち市町村型）

［成果目標］総産出額の増大

全国団体（定額）

○産地経営支援チーム活動の円滑化・高度化支援

○先進的総合生産工程管理、ＲＴ技術実用化支援など

プロジェクトの特徴 ○品目にとらわれない産地全体の支援 ○普及員を中核にしたサポート体制 ○国直接採択事業をベースに強い農業づくり交付金の組合せ

産
地
経
営
支
援
チ
ー
ム
（
定
額
）フルサポート

産地における（販売価格×販売量－コスト）を最大化するために、
①量販店との契約取引やネット直販で取引価格・数量を有利にできる販売企画力
②需要を起点とし、求められる品質・数量を確保できる生産技術力
③高齢者に適した作付や新規参入を円滑にできる人材育成力

の強化が必要。

産地収益力向上協議会 農業者団体＋市町村、普及指導員、
外部専門家 等

３年間の産地収益力向上プログラムを策定

生産技術力強化
・新品種導入
・新技術実証
・農機改良

人材育成力強化
・税理・財務研修
・小売・宣伝研修
・産地内技術伝承

販売企画力強化
・栄養成分分析
・加工品試作
・実需者交流

※産地基幹施設＝集出荷貯蔵施設、加工処理施設など産地機能を発揮させるために必要な施設

追加的な
支援措置

委託

税理士 食品メーカー

研究者

普及指導員

普及指導員を中核とした研究
者、民間企業等多様な外部専
門家から構成されるチーム

情報・技術提供

農業用機械・園芸用施設のリース導入（農畜産業機械等リース支援事業に計上）

連動した施設整備支援

（国直接
採択事業）

１．先進的総合生産工程管理体制構築
・調査検討（１／２）
・導入効果検証（定額）
・工程管理施設整備（１／２）

２．高度技術導入（定額）
・ＧＰＳによる広域米品質管理システム
・大豆３００Ａ技術
・ばれいしょソイルコンディショニング栽培
・夏季高温抑制技術、生育診断ロボット など

３．花粉交配用昆虫等国内供給力強化（定額）
・蜜源樹木確保
・訪花昆虫利用技術実証 など



20 農畜産業機械等リース支援事業
【４，６０８(０）百万円】

対策のポイント
産地収益力の向上、経営体の育成、畜産業の新規就農等に必要な農業機械等

をリース方式で導入する場合の負担を軽減します。

＜背景／課題＞

・産地収益力の向上、経営体の育成及び新規就農の促進等の取組を推進するためには、

生産コストの低減や生産方式の合理化、農業経営の効率化等を図ることが重要。

・リース方式は、購入する場合に比べ、資金運用の効率化、費用負担の平準化、物件の

陳腐化の回避、事務負担の軽減等のメリットがあることから、リース方式での農業機械

等の導入を促進することが必要。

政策目標

○事業実施産地の農業産出額を５％以上増加

○農業機械等の共同利用に取り組む受益農家約3,500戸／年

○効率的・安定的な農業経営：酪農約２万戸、肉用牛約１万戸

＜内容＞

１．産地収益力向上型

産地の収益力を向上させるため、産地収益力向上協議会が策定した産地収益力向

上プログラムに基づく取組に必要となる農業機械等のリース導入を支援します。

補助率：定額（リース料のうち物件購入相当の１／２以内）

事業実施主体：産地収益力向上協議会

２．経営体育成型

意欲ある農業者の経営改善・発展を計画的に促進するために必要となる農業機械

等のリース導入を支援します。

補助率：定額（リース料の１／２、３／１０以内）

事業実施主体：民間団体

３．畜産新規就農等支援型

畜産部門の経営継承等を促進するため、新規参入者等が必要とする農業機械等の

リース導入を支援します。

補助率：定額（リース料のうち物件購入相当の１／２以内）

事業実施主体：民間団体、農業者団体等

お問い合わせ先：

１の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５（直））

２の事業 経営局経営政策課 （０３－６７４４－２１４４（直））

３の事業 生産局畜産企画課 （０３－３５０１－１０８３（直））



21 鳥獣被害防止総合対策事業
【３，００３（２,８００）百万円】

対策のポイント
鳥獣被害の深刻化・広域化に対応し、鳥獣被害防止特措法により市町村が作

成する被害防止計画に基づく取組等を総合的に支援します。

＜背景／課題＞

・野生鳥獣の生息分布域が全国的に拡大しています。

・有害鳥獣の捕獲数が、10年前と比較してイノシシは4.5倍、ニホンジカは2.2倍、ニホ

ンザルは1.6倍、カワウは4.0倍に増加しています。

・しかしながら、農作物被害金額は約200億円で高止まり、森林被害面積は5千～7千ha

で推移しているほか、トド等による漁業被害が毎年10億円以上発生しています。

・野生鳥獣による被害は、営農意欲の減退をもたらすなど、農山漁村の暮らしに深刻な

影響を与えており、地域全体で被害防止対策に取り組むための体制を早急に整備するこ

とが重要です。

政策目標

野生鳥獣による農作物等被害の軽減

＜内容＞

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」により

市町村が作成する被害防止計画に基づく取組を総合的に支援します。

特に、以下の対策を重点的に推進します。

（１）ソフト対策

① 捕獲の担い手育成のための狩猟免許講習会

② 安全で効果的な捕獲に役立つ箱わななど、捕獲機材の導入

③ わなによる捕獲の確認作業を軽減する遠隔監視システムの導入

④ 犬を活用した追い払い等被害防除技術の導入・実証

⑤ 限界集落におけるNPO等による被害防止活動への支援

⑥ 鳥獣を農地に近づきにくくさせる緩衝帯の整備

⑦ 広葉樹の植栽等による鳥獣の生息環境の整備 等

（２）ハード対策

① 地域が一体となった侵入防止柵等の整備

② 捕獲鳥獣を地域資源として活用するための処理加工施設等の整備 等

補助率：定額、１／２以内等

事業実施主体：地域協議会等

［お問い合わせ先：生産局農業生産支援課（０３－３５９１－４９５８（直））］



鳥獣被害防止総合対策事業

○鳥獣被害防止特措法による市町村の被害防止計画等に基づく、捕獲等
の個体数調整、防護柵の設置等の被害防除、緩衝帯の整備等の生息環境
管理の取組等をソフト・ハード両面から総合的に支援

１ ソフト対策

２ ハード対策

【事業内容】
○被害対策や捕獲鳥獣の活用等を指導する人材の育成のための研修
○捕獲鳥獣の食肉利用のためのマニュアル作成
【事業実施主体】 民間団体
【補助率等】 定額

Ⅰ 地域における被害防止活動への支援

Ⅱ 人材の育成等

３,００３（２,８００）百万円

【事業内容】
○捕獲の担い手育成のための狩猟免許講習会
○安全で効果的な箱わな等、捕獲機材の導入
○画像によるわなの捕獲監視システムの導入
○犬（モンキードッグ）等を活用した追い払い
○鳥獣の生息状況調査
○捕獲技術や被害防除の研修
○被害防除技術の実証
○ＮＰＯ等による被害防止活動への支援
○牛の放牧や林木伐採等により鳥獣の出没を抑制する緩衝帯の整備
○鳥獣を呼び寄せる原因となる放任果樹等の除去
○広葉樹の植栽等による鳥獣の生息環境の整備 等

【事業実施主体】 地域協議会
【補助率等】
定額（市町村当たり２００万円以内又は別に定める単価以内ほか）

【事業の内容】
○侵入防止柵等の被害防止施設の整備
○捕獲鳥獣を地域資源として活用するための処理加工施設等の整備

【事業実施主体】 地域協議会、地方公共団体等
【補助率等】１／２以内（条件不利地域は55/100以内、沖縄は２／３以内）

緩衝帯の整備

狩猟免許講習会 捕獲機材の導入

処理加工施設の整備

イノシシ肉加工所

人材育成のための研修

モンキードッグ

ワン！

放牧地 農地山林

侵入防止柵の整備



22 野菜価格安定対策事業
【９，９９０(９，３６３）百万円】

対策のポイント
指定産地・価格安定制度について、加工・業務用野菜や複数品目産地に配

慮し、対策を充実・強化します。

＜背景／課題＞

・加工・業務用の国産ニーズが高い一方、国内産地が需要に十分対応できていないこと

から、加工・業務用での輸入野菜使用の割合が増加しています（26%(H12)→32%(H17)）。

・量販店との相対取引の増加や直売所販売等地産地消の取組が拡大する中で、産地の複

数品目生産への対応が求められています。

政策目標

生産及び出荷の安定を図ることにより市場入荷量の変動を抑制

変動係数「1.8%（現状）→1.6%（27年）」

＜内容＞

１．野菜価格安定・需給安定対策の的確かつ円滑な実施

野菜の価格が著しく低落した場合の生産者補給金の交付等により野菜農家の経営

に及ぼす影響を緩和し、生産・出荷の安定と消費者への野菜の安定供給を図ります。

２．指定産地・価格安定制度の充実

（１）加工・業務用野菜の安定供給に向けた支援

従来は、指定産地の出荷団体が行う契約取引を対象としていた契約野菜安定供

給事業について、新たに、複数の産地と連携して、産地リレー方式により実需者

に周年的に供給する出荷者も対象とすることとします。

（２）複数品目に取り組む産地の支援

指定産地が複数品目化についての計画を作成し、他の指定野菜の生産に取り組

む場合、既存・追加品目をともに指定野菜価格安定対策事業の対象とします。

（３）品目転換の円滑化

指定産地が品目転換についての計画を作成し、他の指定野菜への転換を図る場

合、指定産地の面積要件にかかわらず、一定期間、両品目をともに指定野菜価格

安定対策事業の対象とします。

補助率：65/100、60/100、50/100、定額

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構

[お問い合わせ先：生産局生産流通振興課（０３－３５０２－５９６１（直））]



複数品目野菜産地の育成支援加工・業務用野菜の安定供給に向けた支援

野菜指定産地・価格安定制度の充実について 【野菜価格安定対策事業 ９，９９０百万円】

○契約野菜安定供給事業の拡充

・ 本事業では、出荷団体が外食・加工業者や量販店、中
間事業者（納入業者）などとの契約取引を行う際のリス
クを軽減するため、数量不足時の確保費用等について
交付金を交付しています。

・ これまで指定産地の出荷団体を対象としていましたが、
新たに、複数の産地と連携して、産地リレー方式により
実需者に周年的に供給する出荷者について、支援しま
す。

○ 複数品目に取り組む産地に対する支援
・ 指定産地が複数品目化に関する計画を作成して、他

の指定野菜の生産に取り組む場合、追加品目も指定野
菜価格安定対策事業の対象とします。

○ 品目転換の円滑化

・ 指定産地が計画を作成して、他の指定野菜への
品目転換に取り組む場合、一定期間、両品目とも
に指定野菜価格安定対策事業の対象とします。

現行 対象拡大案

事業実施主体 指定産地内の
登録出荷団体
（農業者団体等）
登録生産者
（農業生産法人等)

複数産地が連携し
て加工・業務用の
契約取引を行う生
産者（指定産地外
も可。供給量要件
有り。）で計画を提
出・認定された者

夏秋トマト夏秋トマト

夏秋ピーマン

指定産地の
区域内で新
たに「夏秋
ピーマン」を
生産

【例】 夏秋トマト指定産地が新たに「夏秋ピーマン」に取り組む場合

夏秋トマト、夏秋ピーマンともに事業対象

（指定産地区域：○○市）

【例 】　は くさい指定産地がレタスに転換する場合 レタス指定産地

２５ha

０ha

現行品目が事業対象 現行品目・追加品目ともに事業対象 追加品目が事業対象

現行品目面積を減少し、

追加品目の指定産地となる

計画 （最大５年間）を作成

はくさい レタスは くさい レタス



23 国内産糖・いもでん粉産地緊急構造改革支援事業
【１，５２７(１，０９７）百万円】

対策のポイント

さとうきびやでん粉原料用かんしょの生産の安定化を図るため、さとうきび

の機械化一貫体系の整備やかんしょでん粉工場の衛生高度化等を支援します。

＜背景／課題＞

・さとうきび及びでん粉原料用かんしょは、沖縄・南九州地方の畑作農業を支える基幹

作物であり、国産糖・いもでん粉製造業と合わせ、地域の産業・経済を支える重要な

役割を果たしています。

・しかしながら、最近、農業者の高齢化等により生産力が低下しており、地域農業及び

関連製造業者の構造改革が急務となっています。

政策目標

○肥料等の生産資材の上昇が続く中、さとうきびの生産コストを

２０年度の水準に維持

○国内産いもでん粉の販路を拡大し、市場評価の高い用途への販

売を１割増加

＜内容＞

１．さとうきび安定生産確立対策事業（新規）

さとうきび産地において、効率的かつ持続的なさとうきびの生産体制を確立する

ため、ハーベスタ等の導入による機械化一貫体系の整備等を支援します。

さとうきび安定生産確立対策事業 ４３０（０）百万円

補助率：６／１０以内

事業実施主体：民間団体

２．国内産糖・いもでん粉供給円滑化事業

かんしょでん粉の加工食品用等への販路拡大やいもでん粉工場周辺環境の保全と

製造コストの削減を図るため、製造工程・乾燥工程等における衛生面の強化や排水

貯留設備の能力増強等に資する施設の整備を支援します。

国内産糖・いもでん粉供給円滑化事業 １，０９７（１，０９７）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：農業者団体、事業協同組合

お問い合わせ先：

生産局生産流通振興課（０３－６７４４－２１１５（直））



課題

国内産糖・いもでん粉産地緊急構造改革支援事業

事業実施後対策の内容

新たな生産体制○さとうきびは台風・干ばつの常襲地帯である沖
縄・鹿児島の島しょ部における基幹作物
○農家の７割以上がさとうきび栽培に従事
○普通畑の５割以上でさとうきびを栽培

機械化一貫体系の確立に
よる軽労化・低コスト化や
気象災害に強い生産基盤

将来現状

小型 ベ タの導入

さ
と
う
き

○普通畑の５割以上でさとうきびを栽培

零細規模の農家が多数を占め、高齢化と相まっ
て生産構造が脆弱化

しかし・・・

気象災害 強 産基盤
の整備による単収の安定
化を支援

さとうきび 安定的な

・小型ハーベスタの導入
・点滴かんがい設備の設置 等

き
び 収穫面積が徐々に減少

Ｈ元年産 Ｈ15年産 Ｈ20年産

担い手の作業能力が向上！
重労働は担い手に委託でき生産性が向上

3.4万ha 2.4万ha 2.2万ha
さとうきびの安定的な
生産体制を確立

担い手と高齢者等が共同して効率的かつ持続
的な生産体制を再構築することが必要！

でん粉工場の衛生高度化
国産かんしょでん粉の新たな販路確保南九州地方の基幹作物であるかんしょの安定

生産には 車の両輪であるでん粉工場の経営

で
ん
粉
原 製造ラインの衛生管理が不十分なため、かんしょ

でん粉工場の衛生高度化
による、でん粉の高付加価
値化・低コスト化を支援

しかし・・・

生産には、車の両輪であるでん粉工場の経営
安定が必要不可欠

価格の低い
糖化製品

高価格な
菓子・食品用

将来現状

販売先

原
料
用
か
ん
し

製造ラインの衛生管理が不十分なため、かんしょ
でん粉の販路が限定

市場評価の高いでん粉の製造！
糖化用から菓子・食品用に販路拡大

国内産かんしょでん粉の生産量が減少

・高速遠心分離機の導入
・同時乾燥施設の整備 等

春雨

し
ょ

糖化用から菓子・食品用に販路拡大

国内産いもでん粉の生産安定化

（H10年産9.3万トン → H20年産4.5万トン）

実需者ニーズに対応した高品質でん粉の生産
が必要！



24 生産環境総合対策事業
【３，６７９（３，６０６）百万円】

対策のポイント

農業分野の地球温暖化対策のための施設園芸用省エネ設備の導入や土壌炭素

貯留の推進、有機農業の振興等を支援します。

＜背景／課題＞

・我が国の温室効果ガスの排出量は引き続き増加傾向にあり、農業分野においても地球

温暖化防止等に資する取組の強化が求められています。

・有機農業への参入者は増加しつつありますが、有機JAS認定農産物の割合は0.18％と低

迷しており、販路確保等の面で取組の強化が求められています。

政策目標

○農業分野における温室効果ガスを24年度までに53.8万ＣＯ2トン

削減（京都議定書目標達成計画）

○有機JAS認定農産物の生産量を26年度までに５割増加 等

＜内容＞

１．農業生産における地球温暖化対策の推進

施設園芸用省エネ設備の導入や土壌炭素貯留等の地球温暖化防止の取組、地球温

暖化適応のための技術の普及等を推進します。

２．有機農業の振興

有機農業振興の核となる地域の取組に対して支援するとともに、有機農産物の販

路拡大のためのマッチングフェアの開催、大都市圏への供給促進や有機JASの認定取

得に向けた取組を支援します。

３．環境と調和した持続的な農業生産の拡大

合理的な施肥体系への転換や輸入肥料原料の安定確保に向けた取組、植物浄化技

術を活用したカドミウム濃度低減対策や畜産周辺環境への影響を軽減する取組を推

進します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：協議会、農業者団体、民間団体等

お問い合わせ先：生産局農業環境対策課（０３－３５０２－５９５１（直））



生産環境総合対策事業生産環境総合対策事業

○○ 農業分野の地球温暖化対策のための施設園芸用省エネ設備の導入や土壌炭素
貯留の推進、有機農業の振興等を支援します。

【【生産環境総合対策事業生産環境総合対策事業 ３，６７９３，６７９ （３，６０６）百万円（３，６０６）百万円】】

農業生産環境対策事業農業生産環境対策事業

・県段階における減肥基準策定や指導体制の強化など、合理
的な施肥体系への転換に向けた取組を支援

・農産物中カドミウム濃度の実態調査や植物浄化技術の実証
など、土壌環境の復元に向けた取組を支援

・地域住民を含めた協議会の開催、畜産由来の排水・悪臭対策
施設の整備など、畜産周辺環境の改善に向けた取組を支援

浄化処理施設

うね立て
同時施肥機

・海外の肥料原料の安定確保に向けた実態調査等を実施

ⅠⅠ合理的な施肥体系への転換合理的な施肥体系への転換

ⅡⅡ土壌環境の復元土壌環境の復元

ⅢⅢ畜産周辺環境への影響軽減畜産周辺環境への影響軽減

農業生産地球温暖化対策事業農業生産地球温暖化対策事業

細霧冷房

ヒートポンプ

稲わらと
たい肥の交換

たい肥

稲わら

ⅠⅠ農業生産分野における温室効果ガス排出量農業生産分野における温室効果ガス排出量

削減に資する取組の強化削減に資する取組の強化

ⅡⅡ地球温暖化適応策地球温暖化適応策

・水田における稲わらすき込みに伴うメタン発生の抑制や農地
土壌を活用した炭素貯留の推進を支援
・ヒートポンプなどの施設園芸用省エネルギー設備等のリース
方式による導入、バイオディーゼル燃料などを用いた脱石油
モデルの実証・普及を支援

・農作物の高温障害等を回避する高温耐性品種の導入、細霧冷
房施設の整備や専門家による産地診断を実施

有機農業総合支援事業有機農業総合支援事業

・支援地域数を拡大
・有機ＪＡＳ認定取得の促進を支援
・大消費地向けの新たな販路確保を支援

・研修生を受け入れる有機農業者を支援
・全国の有機農業の実態把握や標準的栽培技術の
体系化を推進

有機JAS認定取得までの
掛かり増し経費の支援

大都市圏への供給促進

大都市と産地
のマッチング

ⅠⅠ有機農業振興の核となる地域の支援有機農業振興の核となる地域の支援

ⅡⅡ有機農業への参入促進の強化有機農業への参入促進の強化



25 飼料増産総合対策事業
【５，８７６(３，２５９）百万円】

対策のポイント
国産飼料の一層の生産と利用の着実な拡大による飼料自給率向上を進め、飼
料をめぐる新たな国際環境に対応できる力強い畜産経営を確立します。

＜背景／課題＞
・畜産物の生産コストに占める飼料費の割合は、酪農において約４割となっており、飼
料価格の高騰は、畜産経営に大きく影響。
・牛等の反芻動物にとって必須の飼料である粗飼料については、飼料作物の作付面積を
110万haに拡大する目標を設定。
・水田での稲発酵粗飼料の生産は平成15年の5,214haから平成20年には8,931haに拡大。
一方で適切な栽培や収穫・調製による品質改善が課題。
・飼料生産の担い手のコントラクターは平成15年の317組織から平成19年の479組織に拡
大。しかし、なお受託面積は飼料生産の１割程度で、任意組織が6割を占める状況。

政策目標
飼料自給率の向上

２４％（平成１５年度） → ３５％（平成２７年度）

＜内容＞
１．粗飼料の生産拡大
（１）高品質・高収量な稲発酵粗飼料の生産・利活用（１万円／10ａ）や、コントラク

ター等飼料生産組織の経営高度化を支援します。
また、粗飼料の効果的・安定的な供給体制を強化し、広域流通拠点の整備を支援

します。

（２）地域に適合した牧草等の優良品種の導入や土壌分析に基づく草地の改良により、
生産性の低下した草地を高位生産性草地等へ転換する取組を支援します。

（３）飼料用米の円滑な生産拡大及び畜産物の安全確保を図るため、籾米等作物中への
農薬残留試験及びこれらを給与した畜産物中の残留試験の取組を支援します。

（４）奨励品種の選定・普及、飼料作物種子の安定供給や飼料生産・放牧に関する技術
の向上の取組及び飼料増産に向けた推進活動を支援します。

２．エコフィードの生産拡大と利用の促進
（１）新たに、食品関連事業者と畜産農家等とのマッチングのための情報整備、エコフ

ィードを給与して生産された畜産物の認証制度の検討等に対して支援します。
また、引き続き、配合飼料メーカーと食品残さ飼料化業者が連携しエコフィード

の生産・利用を拡大させる取組に対し支援します。

（２）地域の畜産農家等が共同で利用するＴＭＲセンター等において、地域で発生する
食品残さ等（豆腐粕、農場残さ等）の収集や飼料作物（青刈りとうもろこし、牧草
等）の生産により、地域内の資源を原料とする混合飼料を製造する取組に対し支援
します。

補助率：定額、１／３、１／２
事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：生産局畜産振興課(０３－３５０２－５９９３(直)



○ エコフィード等未利用資源の利用推進
① 食品残さの利用拡大の取組を助成
（利用拡大量に応じた助成等）
② エコフィードを給与した畜産物の
認証制度の構築を支援、食品産業と
畜産業のマッチング支援

【①②：エコフィード緊急増産対策事業
６６３百万円】

【①：地域資源活用型エコフィード増産推進事業
２５０百万円】

○ 稲醗酵粗飼料の生産利用の推進

・ 高収量・高品質な稲発酵粗飼料の
生産・利用を推進（１万円／１０ａ）

【国産粗飼料増産対策事業 ３，３２７百万円】

○ コントラクター（飼料生産受託組織）
の育成

・ 面積拡大、法人化等を行うコントラク
ター等に対する機械・施設の導入を
支援（補助率１／２以内）

【国産粗飼料増産対策事業 ３，３２７百万円】

○ 粗飼料の広域流通の推進
・ 粗飼料の広域流通拠点を育成するため
に必要な機械・施設等の導入を支援

（補助率１／２以内）
・ 広域流通を推進するための調査検討を
実施 （定額補助）
【国産粗飼料増産対策事業 ３，３２７百万円】

○ 高位生産性草地への転換

・ 生産性の低下した草地の高位生産草地
への転換
（補助率１／３以内、上限１０万円／ｈａ）

【草地生産性向上対策事業 １，１０７百万円】

コントラクターは年々拡大し、
現在は飼料生産の１割を担う

飼料増産総合対策事業

食品産業から排出される
年間1100万トンの食品残さ
の飼料化を推進

草地改良により
収量は３割向上

国産飼料に立脚した畜産の確立

遠方の畜産農家にも効果的・
安定的に供給可能な流通拠点

稲WCSは水田で作りやすく
家畜の嗜好性も良好

○ 飼料用米の農薬使用に係る安全性確保や飼料生産技術の
向上に向けた取組

① 飼料用米の病害虫防除に必要な農薬の適正使用を可能とするため、
籾の農薬残留試験等の取組を支援。（定額補助）

② 奨励品種の選定・普及、飼料作物種子の安定供給や飼料生産・放牧
に関する技術の向上、飼料増産に向けた推進活動を支援。（定額補助）
【①飼料用米農薬安全確保事業 ４４１百万円】
【②飼料増産対策強化推進事業 ８８百万円】



26 加工原料乳生産者補給金交付等事業

【１５，７７４（１５，７７７）百万円】

対策のポイント

取引条件が不利な加工原料乳を対象とした生産者補給金の交付、加工原料

乳価格が低落した場合の補てん等を行います。

＜背景／課題＞

・バター・脱脂粉乳等向け生乳（加工原料乳）は、価格がコストを下回っていることか

ら、生乳の再生産を確保するための支援や、価格低落時の補てん等の支援により、酪農

家の経営安定を図ることが必要。

・併せて、生乳需給の安定のための需要に応じた生産の推進が必要。

政策目標

生乳の再生産の確保と需給の安定による酪農経営の安定

＜内容＞

生乳需給と酪農経営の安定

（１）加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、加工原料乳地域の生乳の再生産

を確保するため、加工原料乳向けの生乳に対して補給金を交付します。

（補給金単価：１１.８５円/kg、対象数量：１，９５０千トン（２１年度））

（２）加工原料乳価格が低落した場合に酪農家の経営安定を図るための補てんに助成し

ます。

（３）新たな生乳需給の安定化手法の開発及び効率的な生乳検査体制の構築等に向けた

取組を支援します。

補助率：定額、３／４以内、１／２以内

事業実施主体：独立行政法人農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体、民間団体

お問い合わせ先：生産局牛乳乳製品課 （０３－３５０２－５９８７（直））



27 国産チーズ供給拡大・高付加価値化対策事業

【２，９２７(０）百万円】

対策のポイント

国産チーズ向け生乳の供給を拡大するとともに、特色ある国産ナチュラル

チーズの製造技術向上に必要な人材の育成及び機材整備を支援します。

＜背景／課題＞

・飲用牛乳や乳製品（バター・脱脂粉乳等）の消費が減少傾向にある中、生乳の安定し

た需要先を確保するとともに、消費者ニーズを的確に捉えた国産乳製品の供給に努め、

自給率を向上させていくことが重要。

・このためには、チーズ向け生乳の供給拡大により、国内消費量の約８割を占める輸入

チーズを可能な限り国産に置き換えていくための取組を着実に進めていくとともに、付

加価値の高い国産ナチュラルチーズの生産体制の整備を行うことが必要。

政策目標

国産チーズ向け生乳の生産量

３１万トン（１５年度）→８６万トン（２７年度）

＜内容＞

１．国産チーズの供給拡大

チーズ向け生乳の供給量が過去３年間の平均供給量よりも拡大した場合に、その

拡大数量に応じて奨励金を交付します。

２．国産ナチュラルチーズの高付加価値化の推進

国産ナチュラルチーズの製品開発、指導者養成研修、製造技術向上に必要な器具

機材の整備等を行うことにより、地域の特色あるチーズづくりに向けた取組を支援

します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：指定生乳生産者団体、民間団体、生産者等が構成する組織

お問い合わせ先：生産局牛乳乳製品課 （０３－３５０２－５９８７（直））



28 スーパーＬ資金等の金利負担軽減措置
【負担軽減特別融資枠 １５０，０００(０）百万円】

対策のポイント
認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金等の金利負担軽減措置を実施し、

意欲ある農業者の育成・確保を金融面から強力に支援します。

＜背景／課題＞
米国に端を発する金融危機、経済危機の影響を受け、農業者の経営は非常に厳しい状

況にあります。このような中、食料の安定供給を図るためには、農作物の生産拡大に意
欲的に取り組む農業者の経営を支えることが重要です。

政策目標
農業者等の資金調達を支援するための金融の適切な運用

＜内容＞
平成２２年度及び２３年度において認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金及び農業

近代化資金について、資金繰りに余裕がない貸付当初５年間の金利負担を軽減する措置
を講じます。

１．対象者
認定農業者

２．借入条件等
（１）対象資金

スーパーＬ資金（ただし、安定化長期資金、円滑化貸付を除く）
農業近代化資金
※ それぞれ国の補助金（交付金を含む。）の交付決定を受けた事業の補助残事業部
分に充てるために融通される資金は対象外

（２）借入限度額
スーパーＬ資金 個人： １億円 法人 ３億円
農業近代化資金 個人：1,800万円 法人：3,600万円
※ それぞれ500万円以下の融資は対象外

（３）償還期限
スーパーＬ資金 ２５年以内（うち据置期間１０年以内）
農業近代化資金 １５年以内（うち据置期間７年以内）

（４）融資枠
３，０００億円（２年間）

（５）金利負担軽減幅
最大２％の引き下げ（農山漁村振興基金による利子助成）

（６）利子助成期間
貸付当初５年間

＜取扱融資機関＞
株式会社日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫）、農協、
信用農協連合会、銀行、信用金庫、信用協同組合

〔お問い合わせ先： 経営局金融調整課 （０３－６７４４－２１６５（直））〕



29 農業改良資金関係事業（特会）
【１０,０１９(２９８)百万円】

対策のポイント

農業経営の改善に向けたチャレンジを支援する農業改良資金について、農業

者が円滑に資金調達ができるよう、貸付プロセス等の改善を図ります。

＜背景／課題＞

・農業者の六次産業化を始めとする経営改善への取組が重要になっている中、無利子の

農業改良資金の貸付プロセスの改善を図ることにより、農業者が必要とする資金を円滑

に調達できるようにしていくことが重要です。

政策目標

主業農家の経営改善を支援するための資金の円滑な貸付け

＜内容＞

１．農業者の新たなチャレンジに必要な資金（農業改良資金）の貸付け

生産・加工・販売分野での経営開始に取り組む農業者を支援する無利子資金であ

る農業改良資金について、農業者が一層借り入れしやすくなるよう、貸付主体を都

道府県から(株)日本政策金融公庫等に移管するなど貸付プロセスを改善します。

農業改良資金貸付金：１０，０００(２６４)百万円

貸付主体：（株）日本政策金融公庫等

２．農業改良資金制度の円滑な運営の実施

農業者等に貸出した貸付金の償還状況、遅延状況等に関するデータの調査・分析

を行うとともに、資金の利用促進を図るため、農業改良資金制度の周知に係る取組

の実施、交流会等の開催、アンケート調査や貸付事例の調査研究などを実施します。

農業改良資金制度移行円滑化推進委託費：１９(３４)百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：経営局人材育成課（０３－３５９１－５８３１（直))]



30 農業信用補完強化事業交付金
【１，４４７(７７０）百万円】

対策のポイント
○ 経営意欲のある農業者の資金繰り支援のため、運転資金について、無担
保無保証人の１，０００億円特別保証枠等を設定。

○ 融資保険の被保険資格者に銀行及び信用金庫を追加することにより、大
口資金需要者である農業法人等の資金調達チャネルを多様化。

＜背景／課題＞

信用力の弱い農業者が資金調達をする際には、担保・保証人を求められることが一般

的となっていますが、担保となる物件がない肥料代等の運転資金の場合、その調達がよ

り一層難しくなっています。

また、融資保険制度は、都道府県段階の農業信用基金協会による保証保険では対応す

ることが困難な大口融資案件について（独）農林漁業信用基金に直接保険に付すことに

より、保証保険制度を補完する制度ですが、現在、被保険資格者は、農林中央金庫、信

農連等に限定されています。

政策目標
農業者等の資金調達を支援するための金融の適切な運用

＜内容＞

１．農業経営資金繰り円滑化特別保証事業（新規）
農業経営の資金繰り円滑化のため、運転資金について、１，０００億円の無担保無

保証人の特別保証枠を設定します。これにより、農業者が民間金融機関から農業経営

に必要な運転資金の融通を受けやすくなる環境を整備します。

農業経営資金繰り円滑化特別保証事業 ５８８（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：農業信用基金協会

２．融資保険の充実（新規）
農業法人などの一般市中金融機関からの資金調達をより円滑化するため、融資保険

の被保険資格者を銀行・信金にも拡大します。これにより農業法人が一般市中金融機

関から農業経営に必要な資金の融通を受けやすくなる環境を整備します。

融資保険基盤強化事業交付金 ８９（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：（独）農林漁業信用基金

３．保証保険基盤の強化
（独）農林漁業信用基金に対して、農業信用保険引受に係る財務基盤を強化するた

めの交付金を交付することにより、農業者が必要とする資金の円滑な融通を支援しま

す。

農業信用保証保険基盤安定事業交付金 ７７０（７７０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：（独）農林漁業信用基金

〔お問い合わせ先：経営局金融調整課（０３－６７４４－２１７１（直））〕



31 経営体育成交付金
【１２,２１８（０）百万円】

対策のポイント
経営体育成のために必要な農業用機械施設等の整備に関する各種ハード事
業を整理・統合し、使い勝手の良い支援スキームとして再構築します。

＜背景／課題＞

・ 多様な農業経営体を育成・確保するため、経営体育成に必要な機械施設整備等

への総合的な支援を、現場で利用しやすい形で実施する必要があります。

政策目標

認定農業者２万経営体、法人経営４００経営体、
集落営農組織３，２００経営体、新規就農青年５千人を育成

＜内容＞
経営体に対する経営支援のうち、農業用機械・施設の整備等のハード面での支援につ

いては、従来、認定農業者、集落営農、新規就農者といった対象者ごとに、別々の事

業で支援してきましたが、今後は経営体に対する以下のようなハード支援を市町村が

策定する１つの計画で一括して、複数年にわたって計画的に行えるようにします。

１．新規就農者補助
新規就農青年の経営の早期安定を図るため、農業用機械施設等導入の初期投資の軽減

を支援します。

補助率：定額（１／２以内（400万円上限））

事業実施主体：地域担い手育成総合支援協議会

２．融資主体型補助
経営体が融資を主体として農業用機械施設等を導入する場合、融資残の自己負担部

分について補助金を交付することにより、主体的な経営展開を補完的に支援します。

補助率：定額（融資残額（３／１０上限））

事業実施主体：地域担い手育成総合支援協議会

３．追加的信用供与補助
融資主体型補助に係る融資の円滑化を図るため、農業信用基金協会への交付金の積

み増しより、金融機関への債務保証（経営体の信用保証）を拡大します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県農業信用基金協会

４．集落営農補助
集落営農の組織化・法人化に必要な農業用機械施設等の導入を支援します。

補助率：定額（１／２以内）

事業実施主体：集落営農組織等

５．共同利用施設補助
経営体が経営の高度化に向けて取り組む経営の規模拡大や複合化・多角化等に必要

となる集出荷施設や加工施設等の共同利用施設の整備を支援します。

補助率：定額（１／２以内）

事業実施主体：市町村、ＪＡ、農業者等の組織する団体等

［お問い合わせ先：経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１４８（直））］



農業用機械施設等の整備を支援する事業の統合・交付金化

現在、対象者ごとに事業計画を策定し、縦割りかつ単年度ごとに実施

地域担い手経営基盤強化
総合対策実験事業
（Ｈ２１当初 Ｈ２１補正）

強い農業づくり交付金のうち
集落営農育成・確保緊急
整備支援（Ｈ２１当初）

新規就農定着促進
事業（Ｈ２１補正）

現在、対象者 事業計画を策定 、縦割り 単年度 実施

強い農業づくり交付金のうち
経営構造対策（Ｈ２１当初）

集落営農法人化等緊急整
備推進事業（Ｈ２１補正）

新規就農定着促進事業
（Ｈ２１補正）

・経営体の機械等導入に対
する融資残補助及び信用保
証拡大を支援

（Ｈ２１当初・Ｈ２１補正）

新規就農定着促進事業
（Ｈ２１補正）

・集落営農の組織化・法人化
に必要な機械等導入を支援

整備支援（Ｈ２１当初）

新規就農定着促進
事業

・新規就農者の機械等
導入の初期投資の軽減

事業（ 補正）

地域担い手協議会 地域担い手協議会 市町村

新規就農定着促進事業
（Ｈ２１補正）

・経営体が共同で経営改善に
取り組む場合に必要な機械等
導入を支援

経営構造対策（ 当初）

市町村

新規就農定着促進事業
（Ｈ２１補正）

・集落営農の組織化・法人
化に必要な機械等導入を
支援

備推進事業（ 補 ）

地域担い手協議会
（Ｈ２１補正）

計画書

国に申請
（直接補助）

（Ｈ２１補正）

計画書

都道府県に申請
（間接補助）

事業
（Ｈ２１補正）

国に申請
（直接補助）

計画書

地域担い手協議会 地域担い手協議会 市町村
（Ｈ２１補正）

都道府県に申請
（間接補助）

計画書

市町村
（Ｈ２１補正）

計画書

都道府県担い手協議
会に申請（間接補助）

地域担い手協議会

（直接補助） （間接補助）（直接補助）

経営体に対するハード支援を行う事業を統合・交付金化

使い勝手の良い

（間接補助） 会に申請（間接補助）

・経営体の育成・確保のための各事業を統合・交付金化

・市町村が策定する一つの計画のもと、複数年にわたる取組を支援

経営体育成交付金（Ｈ２２要求）
使い勝手の良い
支援スキームとして
事業を再構築

新規就農定着促進事業
（Ｈ２１補正）

（計画書作成は初年度のみ）

・計画主体は市町村とし、申請窓口を一本化

市町村

計画書

都道府県に申請（間接補助）

１つの計画書でＯＫ
申請手続の一本化



32 水田・畑作経営所得安定対策（特会）
【２４３，０７１（２３２，４２６）百万円】

対策のポイント
水田作及び畑作の土地利用型農業を営む農家の経営安定を図るため、生産条

件不利補正対策及び収入減少影響緩和対策を措置します。

＜背景／課題＞

・我が国の米を中心とした水田農業などの土地利用型農業については、依然、生産構造

が脆弱であることから、地域農業を支える意欲のある経営体の経営の安定化により、土

地利用型農業の体質を強化し、食料の安定供給を図ること等が課題です。

政策目標

水田・畑作経営所得安定対策加入者（約８万５千経営体)の経営安

定に必要な資金を交付する。

＜内容＞

１．生産条件不利補正対策（販売収入では賄えない生産コストの補てん）

（１）過去の生産実績に基づく支払（固定払）

毎年の作柄にかかわらず、平成16年～18年の間における麦、大豆、てん菜、で

ん粉原料用ばれいしょの生産・出荷実績に応じ、それぞれの品目ごとに設定され

た面積単価に基づく一定額の支払いです。

（２）毎年の生産量・品質に基づく支払（成績払）

当該年の麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの品質別の生産量に応じ、

それぞれの品目ごとに設定された数量単価に基づく支払いです。

２．収入減少影響緩和対策（販売収入に対する補てん）

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの当年産収入額の合計が、過去

の平均収入である標準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を補てんします。

対策加入者と国は１対３の割合で補てんの原資を負担し、対策加入者は、予め10

％又は20％の減収に対応しうる積立金額を選択・拠出することにより、収入減少に

備えることができます。

〔お問い合わせ先： 経営局経営政策課 （０３－３５０２－５６０１（直））〕



○ 水田・畑作経営所得安定対策は、 ①諸外国との生産条件格差から生じる不利を補正するための補てん、 ②収入の減少

水田・畑作経営所得安定対策の概要

の影響を緩和するための補てんの２つの対策により、土地利用型農業を支える意欲ある経営体を支援。

支援対象者は 「認定農業者」又は「集落営農組織」で 定の経営規模（面積又は所得）を有することが要件 なお 経営

○支援対象者

支援対象者は、「認定農業者」又は「集落営農組織」で一定の経営規模（面積又は所得）を有することが要件。なお、経営
規模の要件については、市町村特認をはじめ地域の実態に即した様々な特例・特認も用意。

○支援の内容

生産条件不利補正対策 収入減少影響緩和対策

・ 生産コストのうち、販売収入では賄えない部分を補てん。

・ 豊作・不作に関わらず毎年一定額が支払われる「過去の

・ 当年産の販売収入が標準的収入を下回った場合に、減

収額の９割を補てん。

生産実績に基づく支払（固定払）」と「毎年の生産量・品質

に基づく支払（成績払）」の２つの支払がある。

（固定払は、平成16年から18年の３カ年に生産実績がある者が対象）

・ 対策加入者はあらかじめ一定額の積立金を拠出（対策加

入者１：国３）。

【 象 】【 象 】 【対象品目】

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

【対象品目】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

固定払

成績払
担
い
手
の
生
産

毎年の生産量・品質に基づく支払

過去の生産実績に基づく支払 標準的収入

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動
して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動
して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

過去５カ年

米の差額

麦の差額

米の差額

麦の差額

品目ごと
の収入差
額を合算 × ９割× ９割 補てん金

生産者１：国３の
割合で拠出

生
産
物
の

販
売
収
入

産
コ
ス
ト

当該年の収入当該年の
収入

中庸３カ年
の平均収入

大豆の差額大豆の差額

額を合算
・相殺

・
・
・



33 農の雇用事業
【３，５８０(０）百万円】

対策のポイント
○ 農業法人等が就農希望者を雇用して実施する実践的な研修を支援します。

○ 経営の多角化等を通じて６次産業化に取り組む農業法人には、人材育成

のための研修を３年目まで継続的に支援します。

＜背景／課題＞

・新規就農者のうち農業法人等に雇用されて就農する者が増加しています。また、その

うちの６割以上を青年（３９歳以下）が占めています。

【雇用就農者数】平成１９年：７，２９０人（うち３９歳以下４，１４０人）

平成２０年：８，４００人（うち３９歳以下５，５３０人）

・雇用就農者の主な就業先となる農業生産法人は年々増加しています。

【農業生産法人数】

平成１８年：８，４１２→平成１９年：９，４６６→平成２０年：１０，５１９

政策目標

新規雇用就農者数（３９歳以下） 毎年７千人程度

＜内容＞

１．就農希望者と農業法人等とのマッチングの支援

① 就農希望者と従業員や後継者を確保したい農業法人等とのマッチングを促進す

るため、求人情報等の収集・提供、個別の就業相談、法人就業相談会の全国的な

開催等を行います。

② 農業法人等への就業後、農業知識・経験不足等による早期離職等のミスマッチ

を防止し、新規雇用者の定着を促進するため、短期就業体験の実施を支援します。

２．新規雇用者の人材育成への支援

① 農業法人等が新規雇用者に対して実施する基礎的な技術・ノウハウを習得する

ための実践研修（OJT研修）、新規雇用者の定着を促進するための住居手当等の経

費の一部を助成します。（実施規模：１，７００人、研修費：上限９万７千円/月、

住居手当等：上限３万３千円/月、最長１２ヶ月間）

② さらに、経営の多角化や他産業との連携などを通じて６次産業化に取り組む農

業法人に対しては、新規雇用者の人材育成のための研修について、１年目の研修

助成に加え、３年目まで継続的に支援します。（実施規模：３００人、研修費：上

限５万８千円/月、各年最長１２ヶ月間）

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：経営局人材育成課 （０３－３５０２－６４６９（直））］



34 農地制度実施円滑化事業
【７，１３３（５，０９５）百万円】

対策のポイント
農業委員会が新しい農地制度を円滑に実施できるよう、農地の利用関係の調整等の活

動を支援します。

＜背景／課題＞

農地法等改正法に伴って、今後、現場で農地制度の運用を担う農業委員会の役割

がますます重要となることから、農業委員会の機能が十分に発揮されるよう支援す

る必要があります。

政策目標

農業委員会による新たな農地制度の適切な運用

＜内容＞

１．農地制度実施円滑化事業費補助金（新規） 2,048(60)百万円

農業委員会による農地の利用関係の調整等に必要な経費を支援。

２．農地調整費交付金（拡充） 127(96)百万円

都道府県知事による農地の利用関係の調整等に必要な経費を支援。

３．全国農業会議所事業（拡充） 61(42)百万円

全国農業会議所が行う農地の売買価格等の調査、新たな農地制度の周知等に必

要な経費を支援。

４．農業委員会交付金 4,776(4,776)百万円

農業委員会法に基づき、農業委員会の事務を適切に行えるよう農業委員の手当

等の基礎的な経費を交付金として交付。

５．都道府県農業会議会議員手当等負担金 121(121)百万円

農業委員会法に基づき、都道府県農業会議の会議員の手当や職員の設置費を負

担（職員の設置に係る442百万円を除く）。

補助率：１０／１０、定額、１／２以内

事業実施主体：農業委員会、都道府県、都道府県農業会議、全国農業会議所

［お問い合わせ先：経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１５２（直））］



農地制度実施円滑化事業

農業委員会が新しい農地制度を円滑に実施できるよう、農地の利用関係の調整等の活動を支援します。

22年度予算概算要求額：71.3億円

○全国農業会議所事業費

全国農業会議所が行う農地の売買価格
等の調査や新たな農地制度の周知等に必
要な経費を支援

○農地調整費交付金

都道府県知事による農地の利用関係

の調整等に必要な経費を支援

○都道府県農業会議会議員手当等負担金

農業委員会法に基づき、都道府県農業

会議の会議員の手当や職員の設置費を

負担

○農地制度実施円滑化事業費補助金

農業委員会による農地の利用関係の調整や利用状況の調査等に
必要な経費を支援

・農地の利用関係の調整
農地等の利用関係をめぐる紛争についての和解の仲介
権利移動の許可取消し等による農地のあっせん 等

・農地の利用状況調査

・農地基本台帳の整備

等

○農業委員会交付金

農業委員会法に基づき、農業委員の手当等の基礎的な経費を交付金として交付

～農業委員会の体制整備の強化～

＋



35 農地利用集積事業（特会）
【８，００５（７，５６１）百万円】

対策のポイント

面的集積組織が行う調整活動を支援します。

＜背景／課題＞

農地法等改正法により、経営体が農地を使いやすくなるよう、農地を面的にまと

めていく法律上の仕組み（農地利用集積円滑化事業）が創設されました。

この仕組みの中で、農地の貸借を仲介する組織（農地利用集積円滑化団体）が行

う調整活動を後押ししていく必要があります。

政策目標

農地の利用集積面積：平成22年度２万ha

＜内容＞

１．農地利用集積円滑化団体（市町村、市町村公社、農業協同組合等）が行う調整

活動に対して、活動区域内の農地面積に応じて支払う基本額と利用権設定された

面積に応じて支払う実績額を交付します。

交付金は、円滑化団体の利用調整活動費（例えば、コーディネーター設置費、

事務費、利用集積のための奨励金等）として活用することができます。

２．農地の受け手が引き受けた農地を耕作するために必要な小規模基盤整備（石礫

除去、畦畔除去等）、特定農業法人の農業資材購入の経費等を助成します。

３．都道府県及び市町村が、農地利用集積円滑化事業の推進に要する経費を助成し

ます。

補助率：定額、１／２

実施主体：農地利用集積円滑化団体、市町村、都道府県

[お問い合わせ先:経営局構造改善課 （０３－３５９１－１３８９（直））]



農 地 利 用 集 積 事 業

経分経分

農地利用集積円滑化団体
（面的集積組織）
による調整活動
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による調整活動

例えば、
① 地域の農地事情に精通したコー
ディネーターを設置

② 集落座談会を開催し 現在の農

を
面
的
に
ま

営
体
が
使
い

を
面
的
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② 集落座談会を開催し、現在の農
地の利用状況と今後の利用につ
いて話し合い

③ 農地の関係者に取組参加を奨励
④ 農地の貸借についての意向調査

ま
と
め
て
、

い
や
す
く

ま
と
め
て
、

い
や
す
く

⑤⑤ 農地を面的にまとめる計画を作成 など

面的集積組織（円滑化団体）の活動区域内の農
地面積に応じて基本額を交付

面的集積組織（円滑化団体）が委任を受けて、

出し手に代理して貸付けされた農地面積に応じ

基本額と実績額は、利用調整活動費（例えば、コーディネーター設置費、円滑化団体の

地面積に応じて基本額を交付
（平均的な市町村で120万円程度ほか）

代 貸 農 積
て実績額を交付（20,000円/10a）

事務費、利用集積のための奨励金等）として活用できます。

このほか、農地引受に伴う小規模基盤整備費、特定農業法人の農業資材購入経費、市町村推進費等を交付



36 中山間地域等直接支払交付金
【２６，５７９（２３，４４６）百万円】

対策のポイント

中山間地域等において、農業生産活動等の継続による多面的機能の確保を図

るため、高齢化の進行にも配慮したより取り組みやすい制度に見直し、新た

に第３期対策として実施します。

＜背景／課題＞

・ 中山間地域は、総農地面積、総農家数の約４割を占めるなど我が国の農業・農村の

中で重要な地域であるとともに、国土の保全、水源のかん養等の多面的な機能を果た

しています。

・ しかしながら、中山間地域は高齢化の進行が著しく、このままでは多くの高齢農家

において農業生産活動が困難となり、耕作放棄地が増加することが懸念されます。

政策目標

高齢化に配慮した制度の見直し等により保全される協定農用地面

積の維持・拡大を目指す（H20年度実績66.4万ha）

＜内容＞

１．中山間地域等直接支払交付金（新規）

高齢農家も安心して参加できる地域ぐるみの取組を要件とするなど、より取り組

みやすい制度に見直し、引き続き農業者等へ交付金を交付します。

（田(急):21,000円/10a、畑(急)11,500円/10a 等）

中山間地域等直接支払交付金 ２６，１００（２３，１００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

２．中山間地域等直接支払推進交付金（新規）

高齢化の進行を踏まえ、制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県及び市町村

の地域農業者等への支援体制を強化します。

中山間地域等直接支払推進交付金 ４７９（３４６）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

お問い合わせ先：

農村振興局中山間地域振興課 （０３－３５０１－８３５９（直））



◎高齢農家も安心して参加で

きる地域ぐるみの取組を推

進します。

◎小規模・高齢化集落の農用

地の保全に向けた取組を推

進します。

参 考

中山間地域等直接支払制度の見直しの概要

【２６，５７９（２３，４４６）百万円】

＜集落協定に基づく共同取組活動の例＞

（農用地の保全） （自然生態系の保全） （保健休養機能の活用）

協定参加者全員による 小学校と連携した 田植えの体験活動による
法面の草刈り 体験農園 都市との交流

中山間地域等直接支払交付金 ２６，１００（２３，１００）百万円

中山間地域等直接支払推進交付金 ４７９（ ３４６）百万円

【 急傾斜地 】

【 緩傾斜地 】

（田） （畑）

（田） （畑）

21 ,00 0円 /1 0a 11 ,500円 /1 0a

8,00 0円 /10 a 3,50 0円 /10a

◎〔対象農用地及び交付単価〕

従来の加算措置に加え、
「小規模・高齢化集落支援加算」を新設

単価：田4,500円／10a、畑1,800円／10a

◎ 〔加算措置〕

◎山あいに点在する飛び地や

小団地等の協定取り込みを

推進します。

見直しのポイント 新対策の概要

作業１ 耕作放棄の発生防止などの基礎的な活動

作業２ ①担い手の育成など、より前向きな取組
（ステップアップ型）
②共同で支え合う農業生産活動の「取り決め」
（集団的サポート型） 〔新設〕

※作業１のみの場合は８割単価

◎〔対象行為〕

【１ ha以上の一団の農用地要件】

■集落協定に基づき農用地の保全に向けた共同取組
活動が行われる場合は、１ha未満の団地等であって
も、一団の農用地として取り扱うことができます。

(新対策 )



37 農山漁村コミュニティ維持･再生事業

【２，５８０ （１９７）百万円】

対策のポイント
農山漁村の集落が担ってきた生活面、生産面等の機能を維持･再生し、定住

及び活性化に資するため、『地域マネジメント法人』を育成します。

＜背景／課題＞

・農山漁村においては、集落が主体となって、生産面、生活面等にわたる様々な活動が

行われ、安定的なコミュニティが形成されてきました。

・しかしながら、近年、農山漁村においては、人口の減少や高齢化の進行、兼業機会の

減少等により、従来から営まれてきた住民自身による相互扶助活動等の集落機能が低下

しており、このままでは地域社会の存続自体が危惧され、その結果、多面的機能も大き

く損なわれるおそれがあります。

・このため、身近な日常生活の相互扶助、景観や自然環境の保全、地域資源を活用した

所得機会の確保等に取り組む新たな主体の育成が喫緊の課題であり、地域住民、ＮＰＯ

法人等が主体的に行う取組を支援する措置を充実強化することが重要です。

政策目標
５年後に、地域マネジメント法人の仕組みを通じて支える農山
漁村の定住人口： 約２百万人

＜内容＞

１．新たな農山漁村コミュニティ･マネジメント創造支援事業（新規）
１）地域マネジメント法人育成対策事業

地域住民、ＮＰＯ、企業、団体など多様な主体の参画と協力を得ながら、複数集

落を範囲として、将来にわたり地域社会を維持していくための活動を担う『地域マ

ネジメント法人』について、組織づくりなどの立ち上げを国が直接支援します。

（３００万円程度／年）

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２）日本政策金融公庫出資金

地域マネジメント法人の円滑な始動に資する出資・融資に係る資金を拠出するた

めの(株)日本政策金融公庫への出資金１,０００百万円。(おおむね２００法人相当分)

２．小規模・高齢化等集落連携再生事業（新規）
過疎化・高齢化の進行が著しい中山間地域等の集落が、周辺集落と連携して集落

機能を維持する取組等を支援します。（１００万円程度／年）

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

【お問い合わせ先】：

１の事業 農村振興局都市農村交流課(０３－３５０１－３７２９(直))

２の事業 農村振興局中山間地域振興課(０３－６７４４－２４９８(直))



地域住民、ＮＰＯ、企業など多様な主体の参画

と協力を得ながら、コミュニティを維持・再生し定
住及び活性化を促進していくための活動を担う「
地域マネジメント法人」の立ち上げを支援
※300万円程度／年、ほか出資／500万円程度

農山漁村の集落機能が低下

現 状

○ 人口の減少、高齢化の進行
○ 兼業機会の減少
○ 農地･森林等地域資源の維持に苦慮

○ 地域マネジメント法人の仕組を通じ農山漁村の定住と活性化を支える
○ 国土環境保全や伝統文化の承継など農林水産業・農山漁村の多面的機能に寄与する

課 題

地域マネジメント法人の育成支援等

○ 農山漁村のコミュニティが担ってき
た様々な機能が低下

○ 将来にわたり地域社会を維持してい
くための活動を担う新たな主体が必要

新たな農山漁村コミュニティ･マネジ
メント創造支援事業 【非公共】

２,４７０（０）百万円

配食・介護
サービス

環境形成活動
直売所事業

直営コンビニ 道水路の管理 農家民宿

過疎化・高齢化の進行が著しい中山間地域
等の集落が、周辺集落と連携して集落機能を
維持する取組等を支援
※100万円程度／年

小規模・高齢化等集落連携再生事業
【非公共】

１１０（１９７）百万円

地域マネジメント法人の育成支援等地域マネジメント法人の育成支援等 ２２,,５８０（１９７）百万円５８０（１９７）百万円

農山漁村コミュニティ維持･再生事業の概要

Ⅱ.環境保全活動 Ⅲ.地域活性化事業Ⅰ.生活支援サービス



38 農地・水・環境保全向上対策
【２３，３１７（２７，７２４）百万円】

対策のポイント
地域ぐるみで農地・農業用水等の資源を効果的に保全・向上する共同活動と

先進的な営農活動を実施する地域を支援します。

＜背景／課題＞

・農地・農業用水等の資源は、過疎化・高齢化等の進行に伴う集落機能の低下により適

切な保全管理が困難となってきています。

・また、環境問題への国民の関心が高まる中で、我が国農業を環境保全を重視したもの

に転換することが求められています。

・これらを踏まえ平成１９年度に創設された農地・水・環境保全向上対策の実施にあた

っては、効果や課題を適切に検証し、広く国民の理解を求めながら推進することが必要

です。

政策目標

地域資源の保全のための共同活動等に取り組む面積の維持・拡大

を目指す（Ｈ20年度実績136万ha）

＜内容＞

１．農地・水・環境保全向上対策

農地・農業用水等の資源を保全・向上する地域ぐるみの共同活動と化学肥料や化

学合成農薬の使用を大幅に低減する先進的な営農活動を実施する地域を支援します。

農地・水・環境保全向上対策 ２３，２０４（２７，７０４）百万円

補助率：定額（単価：都府県の水田4,400円/10a(うち国の支援額2,200円/10a)等

事業実施主体：地域協議会、地方公共団体

２．農地・水・環境保全向上対策評価検討事業（拡充）

（１）農地・水・環境保全向上対策の評価に関する検討調査委託（拡充）

農地・水・環境保全向上対策の定量的・定性的な効果について調査・分析を実

施します。

（２）農地・水・環境保全向上対策環境保全型農業推進調査事業（新規）

環境保全効果の高い多様な農業生産方式の導入が農業経営に及ぼす影響やその

効果等の調査・分析を実施します。

農地・水・環境保全向上対策評価検討事業 １１３（２０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：（１）国、（２）民間団体

お問い合わせ先：

１、２（１）の事業 農村振興局農地資源課（０３－６７４４－２４４７（直））

２（２）の事業 生産局農業環境対策課（０３－３５９３－６４９５（直））



39 活力ある農山漁村づくり推進事業
【２，４７９（２，００１）百万円】

対策のポイント
地域内外の多様な主体により行われる、地域資源を活用した農山漁村の活

性化等を図る取組について、その活動経費等を助成します。

＜背景／課題＞
・活力ある農山漁村を再生しその多面的機能を十分に発揮させるためには、農林水産物
はもとより景観、伝統文化、自然環境等様々な地域資源を活用した経済活動の活性化や
雇用創出等に地域が主体的に取り組んでいくことが重要です。
・その際、地域関係者のみならず都市部の人材、企業等も含め多様な主体が協働して取
り組むことが有効であり、そのような多様な主体の連携や広域にわたる人材交流、実践
活動等を促進する必要があります。

政策目標
○ 活力ある農山漁村づくりやそれを担う人材の確保・育成のモ
デルを構築し、同様の取組を他地域にも拡大
○ 農山漁村における宿泊体験活動に毎年約120万人（１学年規模）
の小学生が参加できるよう、平成25年度までに全国500の受入地
域を整備

＜内容＞
１．農山漁村地域力発掘支援モデル事業

農山漁村に存する有形・無形の様々な地域資源の保全・活用を通じて活力ある農
山漁村を実現しようとする取組（例：伝統芸能を活用した交流イベント、地元農産
物を使った新商品開発）の活動経費(１地区につき上限２００万円)等を助成します。

補助率：定額
事業実施主体：地域協議会、民間団体

２．農村活性化人材育成派遣支援モデル事業（「田舎で働き隊！」事業）
農村地域での活動を希望する人材の募集、農村地域と人材のマッチング、地域資

源を活用した農山漁村の活性化の取組の企画・運営の実践研修等について、その活
動に要する経費を助成します(１人につき標準14万円/月(１/２補助)の研修手当等）。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

３．子ども農山漁村交流プロジェクト対策交付金（拡充）
全国の小学校における「子ども農山漁村交流プロジェクト」の本格実施に向けて、

受入地域の体制整備を図るほか、新たに、先進地域での実践トレーニング、農林漁
家民宿の開業に向けた知識の習得等に係る経費を助成します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

（子ども農山漁村交流プロジェクトとは）
総務省、文部科学省と連携して、将来的に、全国の小学生が農山漁村を訪れ、１週間

程度の宿泊体験活動を行うことを目的として、平成20年度から実施している取組のこと
です。

お問い合わせ先：
農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－５９４６（直））



40 農村振興再生可能エネルギー導入支援事業
【１，４９３（９１２）百万円】

対策のポイント
農村地域の再生可能エネルギー利活用を積極的に支援し、農村地域の新た

な価値の創出や活性化を緊急的に促進します。

＜背景／課題＞

・平成18年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は、基準年を約6.2％上回っており、

京都議定書における6.0％の削減約束の達成は非常に厳しい状況にあります。

・農村地域に豊富に賦存する農業用水、太陽、風といった再生可能エネルギーの利活用

を積極的に支援し、農業関連施設の維持管理費（電気代等）の節減、温室効果ガスの

削減、農村の新たな価値の創出や活性化が求められています。

政策目標

年間発電量約4千万kWh/年の再生可能エネルギー供給施設の事業化

（平成２５年度）

＜内容＞

１．再生可能エネルギー導入支援事業（新規）

農業関連施設に設置する太陽光発電等の導入の円滑化を図るため、必要となる研修、

調査・設計等を支援します。

再生可能エネルギー導入支援事業３５３（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体、地方公共団体等

２．農業水利施設利用小水力発電導入促進事業（拡充）

農業水利施設を活用した小水力発電の導入を促進するため、必要となる研修、調査

・設計、低コスト発電実証等を支援します。

農業水利施設利用小水力発電導入促進事業５１１（１１）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体、都道府県土地改良事業団体連合会

３．低炭素むらづくりモデル支援事業

温室効果ガス排出削減に資する農業関連施設整備の在り方のモデル的な検討等を支

援します。

低炭素むらづくりモデル支援事業６２９（８８３）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体、地域協議会

お問い合わせ先：

１、３の事業 農村振興局農村整備官 （０３－６７４４－２２０９（直））

２の事業 農村振興局水資源課 （０３－３５０１－３７４５（直））



41 農山漁村定住・交流活性化交付金
【３２，１７６（３５，５５３）百万円】

対策のポイント
定住・交流を通じた農山漁村の活性化を図る施設整備等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

農山漁村の活性化を推進するためには、農林漁業者等のニーズを踏まえて、地域の主

体的な取組によるきめ細やかな条件整備への支援が必要であり、また、農山漁村・農林

漁業の有する多面的機能を活用し、都市と農村の交流を推進することが必要です。

政策目標

○全国1,000以上の市町村で活性化に向けた新たな取組を創出

○都市農村交流施設の宿泊者数を拡大

＜内容＞

１．農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（拡充）

地方自治体が地域の自主性と創意工夫により、定住者や滞在者の増加などを通じた

農山漁村の活性化を図る計画を作成し、国は、その実現に必要な施設整備等の総合的

取組を交付金により支援します。実施できる事業の内容は以下の通りです。

① 定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備

② 定住等を促進するための集落における生活環境施設の整備

③ 農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備 等

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金３１，０８４（３４，９１５）百万円

補助率：定額（定額、１／２等）

事業実施主体:都道府県､市町村､農林漁業者等の組織する団体 等

２．広域連携共生・対流等対策交付金（拡充）

都道府県域を越えた都市と農山漁村の交流や都市農業の振興を図るため、ＮＰＯ法

人等の民間団体に対し公募方式で国から直接支援します。

① 都市と農山漁村の連携による交流活動等を実施する広域連携プロジェクトや市

民農園の開設促進等の取組

② これらの取組の推進に必要となる交流施設、市民農園等の施設の整備

広域連携共生・対流等対策交付金１，０９２（６３８）百万円

補助率：定額（定額、１／２等）

事業実施主体:民間団体

お問い合わせ先：

１の事業 農村振興局農村整備官 （０３－３５０１－０８１４（直））

２の事業 農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－００３０（直））



42 農地有効利用生産向上対策事業
【４，３００（２，６５０）百万円】

対策のポイント
簡易な基盤整備による地域が目指す営農体系への変更や産地形成に向けた

取組を支援します。

＜背景／課題＞

・食料供給力の強化に向けた取組には地域の営農体系の転換や新規作物の導入を伴うこ

とが多く、これを支える条件や環境を整えていく必要があります。

・具体的には、作付作物や地域特性に応じた用排水管理を可能にして農地を有効利用で

きるよう、農地・農業水利施設の簡易な整備を進めるほか、産地の整備構想の策定等を

支援します。

政策目標

本事業の実施地域において、安定的な用水供給機能及び排水条

件を確保するとともに、耕作放棄地発生を未然に防止

＜内容＞

１．農地有効利用支援整備事業（拡充）

地域が目指す営農体系への変更や施設管理の省力化、耕作放棄の未然防止のため

に必要となる農地・農業水利施設の簡易な整備を支援します。また、十分な技術力

を持つ職員がいない場合にも安心して本事業に取り組めるよう、施工管理や検査と

いった技術的知見を要する作業の支援を行います。

農地有効利用支援整備事業４，０００（２，３５０）百万円

補助率：定額、１／２等

事業実施主体：市町村、土地改良区等

２．戦略的産地振興支援事業

畑作地帯における高付加価値作物への作付転換や地域の産地化のため、作付作物

や地域特性に応じた畑地かんがい方法等の調査・検討や産地の整備構想の策定等へ

の支援を行います。また、基盤整備による産地形成に取り組む地域と流通・加工業

者等が連携し、国産食料の安定的供給に取り組む活動を支援します。

戦略的産地振興支援事業３００（３００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

農村振興局水資源課（０３－３５０２－６２３２（直））



農地有効利用生産向上対策事業

【農業生産をめぐる状況】 限られた農地を有効に利用しつつ、意欲ある

食料供給力の強化と農業農村の持続的な発展に向けて

食料自給率（H20年度）→

耕地利用率（H19年） →

耕作放棄地の増加率 →
（H12→H17）

限られた農地を有効に利用しつつ、
地域に合った多様な営農を検討・推進

意欲ある
農村地域では・・・41 %

92.6%

12.5%

例えば・・・

・新規需要米（米粉用、飼料用等）の作付け

・畑作物の高付加価値化等による産地化

・水田裏作における麦類の作付け

・集落営農による機械の共同化、計画的作付け

・担い手への農地利用集積しかしながら・・・

戦略的産地振興支援事業農地有効利用支援整備事業

農 積

○ これらの取組の定着のためには、基盤整備による営農阻害要因の排除が不可欠
（部分的な排水改良、用排水路の補修、ほ場への取付道の整備 等）

○ 営農体系の転換や作付作物の新規導入等の条件や環境を整備するため、適時適切な支援が不可欠

～畑産地の形成・育成に向けた地域の取組を後押し～

地域の農業振興の展開方向や担い手農
家の意向に応じた高付加価値作物への
転換や産地化に向けた、かんがい方式や
農地等の整備計画・設計等を支援

地域の農業振興の展開方向や担い手農
家の意向に応じた高付加価値作物への
転換や産地化に向けた、かんがい方式や
農地等の整備計画・設計等を支援

～営農体系の変更等に必要な簡易な基盤整備を推進～

以下のいずれかのために必要となる
簡易な基盤整備を機動的に支援
①営農体系の変更 ②施設管理の省力化
③耕作放棄の未然防止

以下のいずれかのために必要となる
簡易な基盤整備を機動的に支援
①営農体系の変更 ②施設管理の省力化
③耕作放棄の未然防止

支援の例 支援の例

かんがい方法の指導かんがい施設の設計

集落営農組織を作って大豆と
新規需要米の集団作付けを始めたい！

支援の例

地域の特性に応じた新規作物を導入したい！
産地化のための基盤整備の計画策定をしたい！

支援の例

このエリアは山からの湧水で大豆
を育てるには排水条件が悪いので

高付加価値作物への転換 業者との連携・契約栽培促進

を育てるには排水条件が悪いので、
暗渠管を入れて排水路に導きたい。

進入路が狭小で大型の農作業機
械が進入出来ないので、この部
分に拡幅して隅切りを設けたい。

ここは新規需要米の作付けをしたい
から、水位をより厳密に管理できるよ
う取水口の再整備や用水路の目地 ○産地育成の取組を加速化、国産農産物の供給力強化

食料供給力の強化を図りつつ、地域農業と農村の持続的な発展を推進

う取水口の再整備や用水路の目地
補修をしたい。

これらの取組に係る経費を国が助成

○担い手農業者を中心とした地域農業の展開方向の確立



43 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
【７，０２０（２０，６５０）百万円】

対策のポイント
引き受け手が行う耕作放棄地の再生や土づくり、再生農地を利用する就農

者への研修、作付・加工・販売の試行、必要な施設（用排水施設、鳥獣被害
防止施設、加工・直売施設、農業用機械・施設等）の整備、権利関係の調査
・調整等まで、総合的・包括的に支援します。

＜背景／課題＞

最も基礎的な生産基盤である農地が、転用・かい廃等により減少傾向にある中で、我

が国の食料供給力を強化していくためには、耕作放棄地の再生・利用を含め農地の有効

利用を図ることが急務となっています。

政策目標
荒廃した状態の耕作放棄地について、平成23年度を目途に農業

上重要な地域を中心に概ね10万ｈａを再生

＜内容＞

１．耕作放棄地再生利用交付金（拡充）
○ 再生利用活動（貸借等により耕作放棄地を再生・利用する取組）

① 再生作業（障害物除去、深耕、整地、家畜による刈払等）

・ 荒廃の程度に応じ、【３万円/10a又は５万円/10a】

・ 荒廃の程度が大きく重機等を用いて行う再生作業の場合 【補助率1/2等】

② 土壌改良（肥料、有機質資材の投入等） 【2.5万円/10a（最大２年間）】

③ 営農定着（作物の作付け） 【2.5万円/10a（１年間）】

④ 就農研修（農業法人等実践研修、IJUターン等就農研修） 【定額】

⑤ 経営展開（経営相談・指導、実証ほ場の設置・運営、ﾏｰｹｯﾄﾘｻｰﾁ、加工品試作、

試験販売等） 【定額】

○ 施設等補完整備：用排水施設、鳥獣被害防止施設、直売所・加工施設、市民農園、

農業用機械、農業用施設等の整備 【補助率1/2等】

耕作放棄地再生利用交付金 ６，１００（１９，５０９）百万円

補助率：定額、１／２等

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

２．耕作放棄地再生利用推進交付金
○ 都道府県協議会推進事業：地域協議会に対する指導・助言等 【定額】

○ 地域協議会推進事業：荒廃状況等の詳細調査、農地利用調整、導入作物・販路の

検討、再生利用者への指導・助言等 【定額】

耕作放棄地再生利用推進交付金 ９２０（１，１４１）百万円

補助率：定額

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

お問い合わせ先：
農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２４４２（直））



【交付金の流れ】

現 状

○ 増加傾向にある耕作放棄地
○ 耕地面積の減少と耕地利用率の低下

609万ha（S36年）→ 463万ha（H20年）

132.6％(S36年） → 92.6％（H19年）

課 題

○ 食料供給力強化のための農地の確保と
その最大限の有効利用

○ 地域における様々な問題の発生
・一度荒廃した土地は利用困難
・病害虫の繁殖、鳥獣害の拡大
・廃棄物の不法投棄 等

○ 耕作放棄地再生利用交付金（H22概算要求額 61.0億円）

(1) 再生利用活動（貸借等により耕作放棄地を再生・利用する取組）
① 再生作業（障害物除去、深耕、整地、家畜による刈払等）
・ 荒廃の程度に応じ、【３万円/10a又は５万円/10a】
・ 荒廃の程度が大きく重機等を用いて行う再生作業の場合【１／２等】

② 土壌改良（肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等）【２.５万円/10a(最大２年間)】
③ 営農定着（作物の作付け）【２.５万円/10a (１年間)】
④ 就農研修【定額】
（農業法人等実践研修、ＩＪＵターン等就農研修）

⑤ 経営展開【定額】
（経営相談・指導、実証ほ場の設置・運営、マーケットリサーチ、加工品試作、試験販売等）

(2) 施設等補完整備【１／２等】
（用排水施設、鳥獣被害防止施設、直売所・加工施設、市民農園、農業用機械、農業用施設等の整備）

○ 耕作放棄地再生利用推進交付金（H22概算要求額 9.2億円）

(1)都道府県協議会推進事業【定額】 地域協議会に対する指導・助言等
(2)地域協議会推進事業【定額】 荒廃状況等の詳細調査、農地利用調整、

導入作物・販路の検討、再生利用者に対する指導・助言等

【対策内容】

１．事業概要 引き受け手が行う耕作放棄地の再生や土づくり、再生農地を利用する就農者への研修、
作付・加工・販売の試行、必要な施設（用排水施設、鳥獣被害防止施設、加工・直売
施設、農業用機械・施設等）の整備、権利関係の調査・調整等まで、総合的・包括的
に支援する。

２．H22概算要求額 70.2億円
３．実施期間 平成21年度～平成25年度
４．補助率 定額、１／２等
５．実施主体 耕作放棄地対策協議会（都道府県協議会・地域協議会）

国
（
農
政
局
等
）

都道府県
協議会

地
域
協
議
会

農業を営む
個人

法人

法人格のな
い団体

再生利用交付金
資金

推進交付金
（県＋地域分）

推進交付金
（地域分）

耕作放棄地再生利用緊急対策の概要耕作放棄地再生利用緊急対策の概要

取
組
主
体

荒廃農地 作物の作付け再生作業



44 自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発
【７０６（０）百万円】

対策のポイント
多収で食用米と識別性がある飼料用米等の開発、自給飼料を活用した高付加

価値畜産物生産技術の開発を行います。

＜背景／課題＞

我が国は、輸入飼料への依存度が高いため、輸入トウモロコシを飼料用米で代替する

こと等により、飼料自給率を向上させ、国内における畜産物の安定供給を確保する必要

があります。

政策目標

○１０アール当たり１トンの多収で食用米と識別性のある飼料用

米を５品種以上開発

○飼料用米等の自給飼料多給型畜産飼養技術を開発

＜内容＞

１．超多収飼料用米・飼料作物の品種育成

多収で食用米と識別性がある飼料用有色素米、暖地向き三毛作用トウモロコシ等の

品種開発を行います。

２．持続的飼料生産技術の開発

飼料用稲・飼料用麦二毛作体系を基軸とした飼料生産技術、家畜ふん堆肥を用いた

持続的な低コスト飼料用米栽培技術、立毛乾燥等による飼料用米の低コスト調製技術

等の開発を行います。

３．飼料用米多給を中心とした高付加価値畜産物生産技術の開発

牛・豚・鶏への輸入トウモロコシに代替する飼料用米の給与技術、放牧による畜産

物の安定生産技術、機能性飼料の給与による家畜のストレス回避技術等の開発を行い

ます。

４．自給飼料の広域流通技術の開発

広域流通における高品質な発酵ＴＭＲ（完全混合飼料）等の長期保管技術及び簡易

品質評価手法、新たな微生物資材による発酵飼料の長期安定化技術等の開発を行いま

す。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究開発官（食料戦略）

（０３－６７４４－２２１４（直））］



自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発

背景 政策目標

◆ トウモロコシ国際価格上昇と飼料の輸入依存
◆ 自給飼料のＴＤＮ（可消化養分総量）が低い
◆ 飼料自給率２６％（H20）
◆ 耕作放棄地３８万ｈａ

◆国産飼料の有効活用による飼料自給率の向上
◆自給飼料の生産や飼料用米の利用の促進

研究内容

育種

・多収で食用米と識別性がある飼料用有色素米品種

研究内容

栽培

・飼料用稲・飼料用麦二毛作体系を基軸とした飼料

▼食用米と識別性のある
飼料用有色素米品種の育成

多収で食用米と識別性がある飼料用有色素米品種
の開発
・暖地向き三毛作用トウモロコシ等の開発

飼料用稲 飼料用麦 毛作体系を基軸とした飼料
生産技術の開発
・家畜ふん堆肥を用いた持続的飼料用米栽培技術
の開発
・立毛乾燥等低コスト飼料用米調製・利用技術の

開発

▼水田における飼料用
稲、 飼料用麦の体系的
な生産技術 開発

調製・給与 流通

な生産技術の開発

・飼料用米による輸入トウモロコシ代替給与技術の
開発
・放牧による高品質な畜産物安定生産技術の開発
・機能性飼料の給与による家畜のストレス回避技術
等の開発

▼牛・豚・鶏における
輸入トウモロコシの

・広域流通における高品質な発酵TMR等の長期保
管技術及び簡易品質評価手法の開発
・新たな微生物資材による発酵飼料の長期安定化
技術等の開発

▼自給飼料の広域流通のため
の簡易品質評価手法の開発

輸入トウモロコシの
飼料用米による代替
給与技術の開発

自給飼料の増産促進
国産畜産物の高付加価値化



45 水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発
【８０５(０）百万円】

対策のポイント
小麦、なたね等の冬作物の高品質化技術、水田の高度化技術、超低コスト作

物生産技術等の農地の周年有効活用に係る研究開発を実施します。

＜背景／課題＞

食料供給力を向上させるためには、水田の汎用化を促進するとともに、麦、なたね等

の冬作物の生産を拡大し、冬期の農地の有効活用を図ることが必要です。このためには、

パン・中華めん用小麦や暖地向けなたね等のニーズに応じた多様な品種の開発や、湿害

等の水田特有な問題を克服するための水田高度化技術の開発が求められています。

政策目標

○パン・中華めん用小麦や暖地向けなたね等、高品質な冬作物品

種を１０以上開発

○大豆、小麦等の湿害回避技術を開発

＜内容＞

１．冬作物の高品質化技術の開発

現在国産シェアが１％程度のパン・中華めん用途向けの高品質小麦や、なたねの生

産拡大に向けた暖地向けなたね等の冬作物品種を開発し、冬期の農地の有効活用の促

進を図ります。

２．水田高度化技術の開発

水田に特有な湿害等の問題を回避し生産力を最大限に高めるために、土壌の養水分

制御技術等を活用した水田の高度化技術を開発するとともに、高度化ほ場を活用した

作物生産技術体系を確立します。

３．超低コスト作物生産技術の開発

作業機の汎用化、一貫作業体系の構築、地域ごとの条件に適合した品種の導入等に

より、地域ごとに合理的な輪作体系を構築することで、省力化及び生産コストの大幅

な削減を可能とする作物生産モデルを確立します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究開発官（食料戦略）

（０３－６７４４－２２１４（直））］



水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

我が国の食料自給率は41％

我が国の水田の耕地利用率93％
水田約250万haのうち、冬期の作付
けは約20万ha

農地の周年有効活用を可能にし、さらに、
生産性を向上させることで、食料自給力
を強化する必要

背景

○冬期の水田の有効活用：「冬作物の高品質化技術の開発」
－麦、なたね等の冬作物を高品質化し、水田の冬期の作付け拡大を図る
・パン・中華めん用の高品質小麦品種の開発
・暖地向けなたね品種の開発及び輪作体系の構築

○水田の装置化：「生産性の飛躍的向上に資する水田高度化技術の開発」
－湿害等の水田特有の問題を克服し、生産性の飛躍的向上を可能にする
・土壌水分や養分の制御技術の開発

○土地利用型農業の超低コスト化：「生産コスト５割削減を可能とする超低コス

ト作物生産技術の開発」
－土地利用型農業における、作業競合の回避、大幅な作業の省力化と生産

コスト削減を可能にする
・地域の条件に応じた合理的輪作体系の確立

研究内容

土壌水分制御による大豆
の生産性向上

制御有り なし

パン用小麦の高品質化

製パン性の向上

暖地向けなたね品種

・麦類、なたね等の冬作物の高品質化により、冬期の作付け拡大を
促進：耕地利用率向上
・ほ場の高度化による新たな水田農業システムの構築により、耕地利用
を高度化（温暖地：２年３作→２年４作、３年５作）：高い土地生産性

・生産コストを現状の５割程度削減する超低コスト作物生産技術を
確立： 高い労働生産性

我が国農業の競争力と食料自給力の強化に貢献

作業競合を回避する栽培技術



46 地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発
【１，６１４(１，４１４）百万円】

対策のポイント
国産バイオマスエネルギーの利用促進を図り、地域の活性化に貢献するため、

食料供給と両立する低コスト・高効率なバイオマス利用技術を開発します。

＜背景／課題＞

・温室効果ガス排出量を大幅に低減させ、化石燃料に代わる再生可能エネルギーの使用

割合を引き上げていくためには、カーボンニュートラルなバイオマスを燃料や素材とし

て、低コストかつ効率的に利用する技術の開発が必要。

・稲わらや林地残材等のバイオマスは地域に多く賦存しており、これらを有効利用する

技術を開発することを通じて農山漁村の活性化を進めることが必要。

政策目標

食料供給と両立する低コスト・高効率なバイオマス利用技術を開

発（バイオエタノールについては生産コスト１００円/Ｌを目指す）

＜内容＞

１．低コスト・高効率なバイオ燃料生産技術の開発

稲わら等作物の非食用部や木質バイオマスから、低コスト・高効率にバイオ燃料を

生産する革新的な技術を開発します。

また、安価なバイオ燃料用原料の調達を可能とする収集技術、作物育成・栽培技術

を開発します。

２．バイオマスマテリアル製造技術の開発

林地残材等の未利用資源の利用拡大を図るため、バイオマスプラスチック等石油化

学製品に代替するバイオマスマテリアルの製造技術等を開発します。

３．革新的なＣＯ２高吸収バイオマスの利用技術の開発

ＣＯ２を効率よく吸収・固定しエネルギー等に変換することが期待できる藻類等バ

イオマスの利用技術を開発します。

４．バイオマス利用モデルの構築・実証・評価

バイオマスのエネルギー利用とマテリアル利用を総合的に行うバイオマス地域循環

利用モデルの構築等を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）

（０３－３５０２－０５３６（直））］



温室効果ガス排出量削減に向けた鳩山イニシアティブの実現

低コスト・高効率なバイオ燃料生産技術の開発

・農林バイオマス３号機
小規模ガス化・発電、
メタノール変換技術を
開発。

・木質のアルカリ蒸解技術
木材中に含まれるリグニ
ンを除去するためアルカリ
による前処理法を開発。

糖化発酵法によるエタノール生産では、セ
ルラーゼの高機能化等の成果を取り入れ、
一連のシステム技術の開発を進める。

糖化発酵法によるエタノール生産では、セ
ルラーゼの高機能化等の成果を取り入れ、
一連のシステム技術の開発を進める。

バイオマス由来ガスを利用目的・形態に適
した炭化水素に変換する技術（ＢＴＬ）を開
発する。また、効率的な発電のためのバイ
オマス由来ガス生成技術を開発する。

バイオマス由来ガスを利用目的・形態に適
した炭化水素に変換する技術（ＢＴＬ）を開
発する。また、効率的な発電のためのバイ
オマス由来ガス生成技術を開発する。

食料供給と両立する低コスト・高効率な食料供給と両立する低コスト・高効率な

国産バイオマスエネルギー生産技術国産バイオマスエネルギー生産技術を開発を開発

革新的なＣＯ２吸収バイオマスの利用技術の開発

・新規高分子素材生産技術
リグニンから新規高分子
素材を生産する技術の開
発に取り組み、従来の３倍
の接着能力を有する金属 O OHOOC

COOH

バイオマスマテリアル製造技術の開発

ＣＯ２直接利用技術の開発

温室効果ガスの排出量
の低減に直接つながる
バイオマス利用技術の

革新的なＣＯ２高吸収バイオマスの利用技術の開発

の接着能力を有する金属
用接着剤を開発。

O OHOOC

木質バイオマス由来のエタノール製造に
おいて、コスト低減に貢献する副生物利用
技術としてのリグニン利用技術の開発を
進める。

木質バイオマス由来のエタノール製造に
おいて、コスト低減に貢献する副生物利用
技術としてのリグニン利用技術の開発を
進める。

バイオマス利用技術の
開発

CO2を効率的に吸収・固定しエネルギー等

に変換することが期待できる藻類等バイオ
マスの利用技術を開発する。

CO2を効率的に吸収・固定しエネルギー等

に変換することが期待できる藻類等バイオ
マスの利用技術を開発する。

バイオマス利用モデルの構築・実証・評価

・テンサイ及び馬鈴しょを対象に、
新たな栽培技術の導入により、
タノ 生産に必要な栽培

エタノール発酵副産物を多段階利
用することで得られる経済的効果を
評価に加えること等により ライフサ

進める。進める。

エタノール生産に必要な栽培・
輸送工程のエネルギーが２０％
以上削減可能であることを試算。

評価に加えること等により、ライフサ
イクルでのコスト及びエネルギー消
費量を削減する。



47 農林水産分野における地球温暖化対策のための

緩和及び適応技術の開発
【７６７(０）百万円】

対策のポイント
農林水産分野における温室効果ガスの排出削減技術・吸収源機能向上技術、

温暖化の進行に適応した農林水産物の生産安定技術を開発します。

＜背景／課題＞

・我が国の温暖化ガス排出量削減目標の達成に向けて、農林水産分野における温室効果

ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素）の排出量削減、吸収源機能の向上が必要。

・地球温暖化の進行に適応した農林水産物の収量・品質等の安定化に取り組む必要。

政策目標

○温室効果ガスの排出削減技術、吸収源機能向上技術の開発

○影響評価に基づく温暖化の進行に適応した生産安定技術の開発

＜内容＞

１．農林水産分野における温暖化緩和技術の開発

農林水産分野における温室効果ガスの発生・吸収メカニズムの解明を行うととも

に、温室効果ガスの排出を削減させる技術、森林や農地土壌などの吸収源機能を向上

させる技術の開発を行います。

２．農林水産分野における温暖化適応技術の開発

農林水産分野における温室効果ガスのモニタリングを行うとともに、最新の気候変

動モデルを用いた精度の高い収量・品質予測モデル、水資源予測モデル等を開発し、

影響評価を行います。また、影響評価に基づき、温暖化の進行に適応した生産安定技

術を開発します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）

（０３－３５０２－０５３６（直））］



農林水産分野における地球温暖化対策のための緩和及び適応技術の開発

・我が国の温暖化ガス排出量削減目標に向けて、農林水産分野における温室効果ガス
（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素）の排出量削減、吸収源機能向上が必要。
地球温暖化 進行に適応した農林水産物 収量 品質等 安定化に取り組む必要

我が国の温室効果ガス排出削減に向けた鳩山イニシアティブの実現

●農地・森林・海域における温室
効果ガス発生・吸収メカニズムの
解

緩和技術

活用

・地球温暖化の進行に適応した農林水産物の収量・品質等の安定化に取り組む必要。

●温室効果ガスの排出削減技術の
開発

●温室効果ガスの吸収源機能向上解明

光合成
土壌からの放出

呼吸

炭素・窒素の循環

・炭素・窒素循環統合
モデルの構築

●温室効果ガスの吸収源機能向上
技術の開発

・農地土壌の炭素貯留能
の向上
・森林による炭素吸収源
機能の向上

適応技術

連携

光合成ＣＯ2,ＣＨ4,N2O

農地土壌への炭素貯留

施肥

活用
●モニタリングの強化
●最新の気候変動モデルによる
温暖化影響の予測と評価

・栽培管理、土壌、品種
等を考慮した収量・品
質予測モデルの構築
・水資源予測モデルの構

●影響評価を踏まえた生産安定
技術の開発

・農地・山地災害への適応
・新たな感染症、病害虫、
外来魚種の発生予測と

・水資源予測モデルの構
築

対策

◎今後の国際交渉の場における科学的裏付けとしての活用
（IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第5次報告書に研究成果を反映）
◎農林水産分野における温室効果ガスの排出削減・吸収源機能の向上
◎温暖化の進行に適応した農林水産物の収量・品質の安定化
◎途上国に対する温室効果ガス排出削減に係る技術協力等に活用



48 地域活性化のための技術開発支援事業
【１，９５５(０）百万円】

対策のポイント
地域の関係者による技術開発から改良、開発実証試験までの取組を切れ目な

く支援するとともに、地域の研究機関の役割分担を促進します。本事業は競

争的研究資金制度です。

＜背景／課題＞

地域における農林水産業・食品産業の技術上の課題の解決や農商工連携の推進により

地域の活性化を図るためには、実用化段階の研究開発成果を生産現場への普及や民間企

業による事業化に速やかに結びつける必要があります。

政策目標

事業化又は普及に迅速に供することが可能な技術の開発を推進

＜内容＞

１．地域発イノベーション創出型

大学、民間企業等の地域の関係者による、農商工連携の推進や技術的課題の解決等

のための技術開発から改良、開発実証試験までの取組を切れ目なく支援します。

２．地域研究機関連携強化型

都道府県域を越えた役割分担を含む連携協定を策定した公的研究機関に対して、役割

分担の下での技術開発のための支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究推進課

（０３－３５０２－５５３０（直））］



地域活性化のための技術開発支援事業の概要

～ 事業化や普及に迅速に供することが可能な技術の開発を推進するとともに、地域における限られた研究資源の効率的活用を促進 ～

県域を越えた
役割分担を含
む連携協定の
策定

目的： 事業化や普及に迅速に供することが可能な技術の開
発を推進

支援内容： 技術開発から改良や開発実証試験まで切れ目な
く支援

期間： ３年（５年まで延長可）

委託費： 3000万円以内／年
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間
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業
に
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地
域
の
活
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化

地域発イノベーション創出型

目的： 事業化や普及に迅速に供することが可能な技術の開
発を推進しつつ、地域の研究資源の利用効率を飛躍的に向上
させる体制の構築を促進

支援内容： 技術開発から改良や開発実証試験まで切れ目な
く支援

応募要件： 技術開発グループに参画する公的研究機関によ
る連携協定の策定

期間： ３年（５年まで延長可）

委託費： 5000万円以内／年

地域研究機関連携強化型

大学

公設試験場

企業

生産法人

普及組織

研究独法

大学

公設試験場

Ａ
県

大学

公設試験場 生産法人

普及組織

研究独法
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49 森林・林業・木材産業づくり交付金
【１３，８１６（１３，２２２）百万円】

対策のポイント
地域の自主性・裁量を尊重しつつ、森林の整備・保全の推進、林業・木材産
業の健全な発展と木材利用の推進を図るため、必要な経費について都道府県
等に対し一体的な支援を行います。

＜背景／課題＞
・京都議定書目標達成計画に基づき、1,300万炭素トンを森林の吸収で賄うことが必要
・効率的かつ安定的な林業経営を担い得る事業体等による施業集約化の推進が重要
・木材（用材）の自給率(H20)は24.0％
・年間約2,000万ｍ3（推計）発生している林地残材は、ほとんどが未利用
・山地災害発生箇所数 約4,000箇所/年（平成元年～20年までの平均値）

政策目標
○平成25年度までに、育成単層林から育成複層林へ7.2万haを誘導
○意欲ある事業体による事業量のシェアを拡大
（素材生産量 5割(H17)→6割(H27)､造林面積 6割(H17)→7割(H27)）
○木材供給・利用量を拡大（1,700万m3（H16)→2,300万m3(H27)）
○周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数を増加
（約5万2千集落(H20)→約5万6千集落(H25)）

＜内容＞

１．森林整備の推進
定額助成方式により、①路網整備が遅れている地域での作業道の公的整備(平均1.4

万円/m)、②集約化が困難な森林における間伐の実施(平均25万円/ha）、③再造林の低
コスト化を促進(平均60万円/ha)するためのモデル的な取組を支援します。

２．望ましい林業構造の確立
施業集約化に取り組む能力・体制を有すると認められ、かつ一定以上の素材生産能

力を有する林業事業体等が高性能林業機械を導入する際の助成の優遇（交付率１／３
→１／２）等を行います。

３．木材利用及び木材産業体制の整備推進
品質・性能の確かな地域材の供給、外材から国産材への原料の転換、製紙用間伐材

チップの安定供給などに必要な施設の整備を進めます。また、地域材を利用した公共
施設の整備、発電用木質バイオマス燃料の製造施設の整備など木質バイオマスの総合
的な利用を推進します。

４．山地防災情報の周知
大規模な山地災害の発生時における都道府県間の協力体制の整備等により地域の防

災体制を強化します。

交付率：定額（１／２、４／１０、１／３等）
事業実施主体：都道府県、市町村、森林組合、林業事業者、木材関連業者等

お問い合わせ先：
１の事業 林野庁整備課 （０３－３５９１－５８９３（直））
２の事業 林野庁経営課 （０３－３５０２－８０５５（直））
３の事業 林野庁木材産業課（０３－６７４４－２２９２（直））

林野庁木材利用課（０３－６７４４－２２９７（直））
４の事業 林野庁治山課 （０３－３５０１－４７５６（直））



50 森林整備地域活動支援交付金
【５，４３７(５，４３７）百万円】

対策のポイント
森林所有者等による森林施業の集約化などに必要な｢森林情報の収集活動｣及
び｢森林情報の収集活動及び境界の明確化等｣や、森林施業の実施に必要な｢施
業実施区域の明確化作業｣等について支援します。

＜背景／課題＞

・低コストで効果的な森林整備を進めるためには森林施業の集約化が必要です。

・森林施業の集約化にあたっては林齢、樹種、林道からの距離など森林施業の必要性が

判断できる情報の収集が必要です。

・また、計画的かつ一体的な森林施業を実施するには施業実施区域の明確化等が必要です。

・さらに、森林施業の集約化及び森林施業の実施を促進するためには、森林所有者の高齢化、

不在村森林所有者などにより不明になりつつある森林の境界を明確にすることが必要です。

政策目標
森林施業の集約化を促進し、適切な森林整備の促進を図り、森

林の有する多面的機能の発揮

＜内容＞

１．森林施業の集約化に必要となる地域活動への支援
森林施業の集約化のために必要となる｢森林情報の収集活動｣について、1ha当たり

15,000円を交付することにより支援します。

補 助 率：定額

事業実施主体：都道府県

２．森林施業の実施に必要となる地域活動への支援
森林施業計画が作成された森林で、森林施業の実施に必要な｢施業実施区域の明確化作

業｣等の地域活動を対象として、1ha当たり年間5,000円を交付することにより支援します。

補 助 率：定額

事業実施主体：都道府県

３．森林施業の集約化や森林施業の実施に必要となる地域活動への支援
「施業集約化･供給情報集積事業」の対象となる森林において、実施される｢森林

情報の収集活動及び境界の明確化等｣に対して、人証を使った場合1ha当たり24,000円、

人証を使わなかった場合20,000円を交付することにより支援します。

補 助 率：定額

事業実施主体：都道府県

４．交付金の適正かつ円滑な交付に必要となる経費への助成
交付金に関する説明会の開催や地域活動の実施状況の確認など、地方公共団体が

交付金を適正かつ円滑に交付するのに必要となる経費を助成します。

補 助 率：定額

事業実施主体：都道府県、市町村

［お問い合わせ先：林野庁企画課（０３－３５９３－６１１５（直））］



森林整備地域活動支援交付金

【背 景】

近年、森林所有者の高齢化、不在村化等を背景として、森林所有者の施

業意欲が減退し、適時適切な森林施業が十分に行われないなど、森林の有
する多面的機能の発揮に支障を来しかねない事態が生じている。

事業の概要

計画的な森林施業が
予定されていない森林

既に森林施業計画が作
成されている森林

○ 森林施業の集約化に必要となる「森林情
報の収集活動」について
調査面積１ｈａ当たり１５，０００円を交付

※森林施業計画が作成された森林と一体的に
実施するもので一定の要件を満たす場合、森林
施業計画が作成された森林でも実施可能

○ 森林施業の実施に必要な「施業実施区域の
明確化作業」及び「歩道の整備等」について
一定林齢以下の育成林１ha当たり
５，０００円を交付

森林施業の集約化や森林施業の実施に必要なこれらの支援を実施することに
より、適時適切な森林整備が促進され森林の有する多面的機能の発揮に資す
ることとなる。

森林情報の収集活動

施業実施区域の明確
化作業

歩道の整備等

境界の明確化等

○ 市町村長が認定する森林において実施す
る「森林情報の収集活動及び境界の明確
化等」について
＜人証を使った場合＞
１ｈａ当たり２４，０００円を交付
＜人証を使わなかった場合＞
１ｈａ当たり２０，０００円を交付

森
林
所
有
者
へ
の

施
業
提
案
に
活
用

森
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有
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へ
の

施
業
提
案
に
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51 山村活性化総合推進事業

【５９９(７２２）百万円】

対策のポイント

ＮＰＯ法人等、地域の多様な主体の連携により、森林資源を活用した新たな

起業等、山村の６次産業化を支援します。

＜背景／課題＞

・山村は、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たす一方、過疎化・高齢化

の深刻化により、森林の整備及び保全に支障をきたすことが懸念されています。

・このため、多様な主体の連携により、低炭素化に貢献する森林バイオマスの積極的な

利活用、教育・健康分野での森林・山村の活用等を推進することで、豊富な森林資源か

ら新たな付加価値を創出し、山村の活性化を図ることが必要です。

政策目標

・森林資源の新たな活用により、山村を活性化

・新規定住者が増加している山村を４割に増加（Ｈ２４）

＜内容＞

１．社会的協働による山村再生対策構築事業（拡充）

森林資源の利用によるCO2排出削減量の取引、新素材・エネルギーの事業化等、山

村における新たな付加価値の創造や都市の企業等とのマッチングを支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．山村再生総合対策事業（拡充）

山村特有の資源を活用した新たなビジネスモデルの確立に向け、ＮＰＯ等多様な

主体が実施する自主的な取組を推進します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

３．森林総合利用推進事業（新規）

里山林の再生と森林環境教育、里山資源の活用等を組み合わせて自立・継続的に

実施できる地域モデルを実証、確立し、全国的な取組の拡大を図ります。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：林野庁計画課（０３－３５０２－００４８（直））］



52 森林の生物多様性保全総合対策事業
【１，０７６(１６８）百万円】

対策のポイント
生物多様性条約COP10の日本開催等を契機として、森林生態系の調査や、保護

・管理技術の開発等によって、生物多様性保全を総合的に推進します。

＜背景／課題＞

・生物多様性条約COP10議長国としての先導的な役割を果たす必要があります。

・国土の７割を占める森林について、生物多様性の保全に関する施策を適切に実施する

ための多様性に関する状況の把握や、国民の理解の増進、我が国の取組の国内外への発

信などが求められています。

政策目標

平成２３年度までに「生物多様性の認知度」を５０％に引き上げ。

＜内容＞

１．森林生態系多様性基礎調査（新規）

全国土を対象に植生等の生物多様性に関する定点観測を実施します。あわせて、

データの分析等を行い、生物多様性の保全に向けた森林施策の検討に活用します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．デジタル森林空間情報利用技術開発事業（新規）

デジタル空中写真の撮影データを解析することにより、森林植生等の属地的な森

林の状況について、効率的かつ高精度に把握するための実用化技術を開発します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．森林環境保全総合対策事業（拡充）

森林の生物多様性保全に向けて、森林の保護・管理に係る技術開発や、我が国に

おける取組の国内外への発信、野生鳥獣被害対策技術の開発等を促進します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

１、２の事業 林野庁計画課 （０３－６７４４－２３００（直））

３の事業 林野庁研究・保全課 （０３－６７４４－２３１１（直））



53 森林づくり国民運動推進事業
も り

【１２６（１８２）百万円】

対策のポイント

地球温暖化防止や生物多様性の保全に向け、森林・林業について広く国民の

理解を促進する緑化行事や企業等が参加する森林づくり活動等を支援します。
も り

＜背景／課題＞

・地球温暖化防止や生物多様性保全に向けた国内の森林整備を国民運動として推進する

には、これまで以上に幅広い層への森林づくり活動への参加を促すとともに、多様な主

体が参加したモデル的な森林づくり活動への支援を進めることが必要です。

政策目標

森林づくりに参加する企業、ＮＰＯ等の数を増加させるとともに、

国民の森林・林業に対する理解を深めます。

＜内容＞

１．緑化等に対する国民の理解の促進

青少年による緑化活動の推進等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．地球温暖化防止や生物多様性保全に向けた森林づくりの実践支援

モデル的な森林づくり活動や森林生態系保全活動等を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

３．企業等に対する森林づくりへの参加の働きかけ

ＣＳＲ活動等による森林づくり活動の促進に向けた取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

４．地域のシンボル的な里山や巨樹・古木等の保全・管理技術開発及び技術情

報の提供・普及

里山、巨樹・古木等の保全・管理技術開発及び技術情報の提供・普及を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：林野庁研究･保全課 （０３－３５０２－８２４３（直））］



54 集約化施業促進等経営支援対策
【２，８２０(２，０４４）百万円】

対策のポイント
施業集約化の加速化を図るため、集約化に取り組む事業体の育成と不在村森
林所有者への働きかけ等を強化し、持続的な林業経営と国産材の安定供給体
制を確立します。

＜背景／課題＞
・ 今後１０年間で人工林の約６割が利用可能な高齢級の森林に移行します。
・ 今後、主伐期を迎えるに当たって、林業への再投資により森林資源の循環利用を担
える林業経営体・事業体を育成することが必要です。
・ 提案型集約化施業の推進による事業量の増大への対応、私有林の約１／４を占める
不在村者の所有森林への森林施業の働きかけが喫緊の課題です。

政策目標
集約化施業に取り組む林業経営体・事業体が平成23年度末までに
全ての私有林をカバーできる体制を構築

＜内容＞
１．施業集約化・供給情報集積対策

提案型集約化施業の取組を一層拡大するため、「森林施業プランナー」の養成を加
速化するとともに、不在村者に対する森林施業の働きかけの強化等を実施します。

施業集約化・供給情報集積対策 610（524）百万円
補助率：定額、１／２

事業実施主体：全国森林組合連合会

２．提案型集約化施業経営支援対策
提案型集約化施業のノウハウの蓄積にかかる経費の50％相当を定額助成するとと

もに、事業実行中に不測の事態により損失発生した場合に損失額の３分の１を補て
んします。また、高齢級間伐を実施する事業者が、民間金融機関から運転資金の融
通を受ける際に生じる利子に対する助成及び損失発生の３分の２を補てんします。

提案型集約化施業経営支援対策 1,450（1,450）百万円
補助率：定額

事業実施主体：全国森林組合連合会

３．リースによる高性能林業機械の導入促進対策
高性能林業機械の導入手段の多様化と入手コストの軽減を通じた林業事業体の育

成と生産性の向上を図るため、リースによる導入等を支援します。
リースによる高性能林業機械の導入促進対策 120（70）百万円

補助率：定額（リース料の８～１２％程度）
事業実施主体：全国木材協同組合連合会

４．持続的林業経営確立対策
適切な森林管理の確保のための直接的支援のあり方の検討や木材価格の急激な下

落に備えた経営安定等のあり方の検証等を行います。
持続的林業経営確立対策 640（0）百万円

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
１～４の事業 林野庁経営課 （０３－３５０１－３８１０（直））

４の事業 林野庁企画課 （０３－３５０２－８０３６（直））
２の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０２（直））



新たに、
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③集約化施業に取り組む林業経営体・事業体が平成23年度
末までに全ての私有林をカバーできる体制を構築
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④利用間伐等施業の効率的実施
ア リースによる高性能林業機械の導入支援
イ 切捨間伐から利用間伐 の転換を進めるため 集約化施業のト
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イ 切捨間伐から利用間伐への転換を進めるため、集約化施業の
ノウハウ蓄積等に対して支援
・利用間伐の実施に対して25万円/haを定額助成
・不測の事態※により生じた損失の1/3を補てん

※利用間伐の取組初期の段階での、作業道作設中に岩が出た、水を
濁らせてしまった等不測の事態に対するリスクを軽減

ウ 利子助成や損失補てんにより、高齢級森林での利用間伐を促進ウ 利子助成や損失補てんにより、高齢級森林での利用間伐を促進

適切な森林管理を確保するための
直接的な支援のあり方の検討
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⑥森林管理・環境保全のための経営実態調査

小～中・大規模までの多様な林業経営
体ごとに経営実態の基礎的な把握
・樹種、齢級構成
・森林管理の状況
・経営収支の調査分析 など
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取組内容

スギの50年間の育林コスト
約250万円

現 状

育林コストの削減

・植栽本数の大幅な見直し
・初期成長の早い苗木の導入
下刈範囲の縮小 などを実証

経営収支の調査分析 など

で
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約250万円

うち
地拵・植栽～下刈までの５年
間で約５割のコストを占める

販売収入の安定的な確保等

・下刈範囲の縮小 などを実証

・経営経費全般の調査・分析、新規販路の
開拓等を支援

・経営改善・経営安定のあり方を検証



55 緑の雇用総合対策事業
【２，４９０(６，０７７）百万円】

対策のポイント
雇用拡大に向けた新規就業者・参入者の実地研修や中堅層の能力向上対策を

実施するとともに、人材育成のあり方を見直すための調査を実施します。

＜背景／課題＞

・森林吸収源対策として適切な森林整備を支える労働力の確保と林業経営の担い手の確

保・育成・定着を図ることが必要です。

・また、こうした人材の効率的・効果的な育成方法について検討することが必要です。

政策目標

減少が見込まれる林業労働者数について、

森林整備を実施するために必要な水準を維持します。

〈平成27年推計値４万人 → ５万人程度〉

＜内容＞

１．緑の雇用担い手対策事業

林業経験のない方が基本的な技術を習得できるよう、３年間のOJT研修等に必要な

経費を雇用主に対して支援します。

補助率：定額（研修費９万円／月・人、講師代２万円／日・人、最長10ヶ月間）

事業実施主体：全国森林組合連合会

２．林業就業者スキルアップ対策モデル事業（新規）

コスト管理など現場管理のできる人材を育成するため、必要な研修を試行的に実

施するためのカリキュラム等の作成や研修参加に必要な経費に対して支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．林業経営者育成確保事業（新規）

人材育成の充実・強化に向けた調査、大学等による中核的林業経営者養成、林業

高校生に対する林業経営・就業体験等に必要な経費を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

１、２の事業 林野庁経営課 （０３－３５０１－３８１０（直））

３の事業 林野庁研究・保全課 （０３－６７４４－２３１１（直））



56 木材産業活性化総合対策事業
【２５１(２７２）百万円】

対策のポイント
地域における木材関係企業等の連携促進や木材製品の品質・性能の向上に取

り組むとともに、間伐材チップの安定供給体制づくりを推進します。

＜背景／課題＞

・森林整備の推進や木材自給率（平成20年：24.0%）の向上には、間伐材等の利用拡

大が喫緊の課題であり、木材需要の大半を占める住宅及び製紙への利用拡大が必要です。

・国内製材工場の94％は中小規模で、品質・性能の均一な製材品の安定供給に向けた企

業間連携、技術の向上及び機械設備等の改善が必要です。

・製紙用針葉樹チップの４割は輸入製品に依存しており、間伐材チップ等の利用拡大に

向けた体制整備が必要です。

政策目標

国産材供給・利用量を平成27年までに2,300万m3に拡大

(H16:1,700万m3)

＜内容＞

１．地域材の水平連携加工システム推進事業

中核工場と連携する中小製材工場の生産品目等の転換、連携体制構築に向けた協議

会活動、中核工場の品質向上のための技術指導に必要な経費を補助します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

２．製紙用間伐材チップの安定供給支援事業

地域の間伐材チップの安定供給のための計画作成等及び取引方法の明確化のための

指針作成等を行うために必要な経費を補助します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．木材供給高度化設備リース促進事業

製材業、木材販売業等を営む企業が機械設備をリースにより導入する場合、その

リース料の一部を助成します。

補助率：定額

事業実施主体：全国木材協同組合連合会

［お問い合わせ先：林野庁木材産業課 （０３－６７４４－２２９２）］



57 国産材利用拡大総合対策事業
【１，９８３(３２１）百万円】

対策のポイント
住宅・建築資材、土木・建具等多様な分野での国産材利用の拡大に取り組む
とともに、国産材利用の啓発・普及を推進します。

＜背景／課題＞
・平成20年の木材自給率は、24.0％（対前年比1.4ポイント増加）で４年連続向上。
・国産材需要の過半を占める住宅分野について、平成20年の新設住宅着工戸数は109万
戸と、平成15～19年の同平均119万戸と比較し低位な状況。

政策目標
国産材供給・利用量を平成27年までに2,300万m3に拡大

(H16：1,700万m3)

＜内容＞
１．住宅分野への地域材供給シェア拡大総合対策事業（拡充）

「顔の見える木材での家づくり」等地域材住宅づくり活動、長期優良住宅等に対
応した地域材による住宅部材の開発、木造建築設計の担い手育成等を支援します。

補助率：定額、１／２
事業実施主体：民間団体

２．国産材多角的利用促進事業（新規）
型枠用合板等の原料を外材や非木質原料から国産材へ転換するための技術開発、

内装材など資材ごとの国産材の安定供給に向けた仕組みづくり等を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．地域材利用加速化支援事業（新規）
建築物の防火性能試験や地域材のトレーサビリティシステムの確立、室内化学物

質が健康に及ぼす影響の検証、国産材住宅に係る情報発信力の強化等を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

４．木材利用によるグリーン・コーポレート対策事業（新規）
国産材利用の実需拡大を図る「木づかい運動」について、企業等のニーズに応じ

た情報提供やマッチングの場の提供等を実施します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

５．違法伐採木材排除のための合法木材利用推進事業（新規）
市場における違法伐採木材排除のために、合法性証明の取組状況のモニタリング

や、輸入木材の調査、合法木材の普及等を推進します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
１、２、３の事業 林野庁木材産業課 （０３－６７４４－２２９４（直））

４、５の事業 林野庁木材利用課 （０３－６７４４－２２９６（直））



58 木質バイオマス利用加速化事業
【７５２（０）百万円】

事業のポイント
電力事業等の大口需要者への供給体制の確立、及び公共施設や一般家庭など小口需要
の拡大に一体的に取り組み、木質バイオマスの利用を総合的に推進します。

＜背景／課題＞
・間伐材等の林地残材が年間約2,000万㎥（推計）発生しているが、ほとんどが未利用。
・電力事業において間伐材の大量・安定的な利用を志向する動きが強まっている。
・木質ペレットの生産量は約4,000トン（平成15年）から約38,000トン（平成20年）に増加。

政策目標
燃料または発電用の木質バイオマス利用量（間伐材等の林地残材由来）

３１万ｍ （平成20年）→３００万ｍ （平成24年）３ ３

＜内容＞
１．原木等供給者と需要者の間の需給のマッチングに対する支援

流通コーディネートに必要な人材の育成強化のための研修会の開催や木質バイオマス供

給者と需要者ニーズを的確に結びつけるマッチング活動に対し支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

２．林地残材の収集・運搬コストの低減のための取組への支援
間伐材等の林地残材の搬出・運搬コスト低減のための先進的・実証的な取組に対し支援

します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

３．木質ペレットの安定的な販路の開拓、流通体制の整備等の推進
地域における木質ペレット等の安定的な販路の開拓及び需要に見合った生産・集荷・流

通体制の整備を図る取り組みに対し支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

４．木質バイオマス普及のための基盤づくりに対する支援
（１）木質バイオマス利用機器の開発・改良

木質バイオマス利用機器の低コスト化や性能向上のための試作品の製作・改良、木質

ペレットストーブの性能向上等に関する共同開発の実施に対し支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（２）規格化した木質ペレットの安全性や燃焼効率の試験等
規格化した木質ペレットの安全性や燃焼効率の調査等に対し支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
１ の事業 林野庁木材産業課（０３－６７４４－２２９１（直））
２～４の事業 林野庁木材利用課（０３－６７４４－２２９７（直））



59 漁業共済・漁業経営安定対策(積立ぷらす）
【２２，４２９(２２，６１２）百万円】

対策のポイント
漁業共済・漁船保険制度により、異常な事象や不慮の事故等による漁業経

営への影響を緩和するとともに、経営改善に取り組む経営体を対象に漁業共

済の上乗せ補てんを行い、その経営改善を支援します。

＜背景／課題＞

・燃油の高騰、漁業資源の減少等漁業経営を取り巻く状況が悪化するとともに、漁業就

業者の高齢化、漁業生産構造の脆弱化が進行。

・漁業経営の安定のためには、異常な事象や不慮の事故によって受けることのある損失

を補てんするとともに、収入変動の影響を緩和して経営改善を支えるための施策が必要。

政策目標

現在、約1.5万経営体の「効率的かつ安定的な経営体」を約2.5

万経営体に引き上げ、効率的かつ安定的な漁業経営が太宗を担う

(漁業生産額の約8割)漁業生産構造を実現します。

＜内容＞

１．漁業共済及び漁船保険の加入漁業者に対する掛金助成等

漁業災害補償法及び漁船損害等補償法に基づき、漁業共済及び漁船保険加入漁業

者に対して掛金の国庫補助をします。

漁業共済及び漁船保険の加入漁業者に対する掛金助成等 15，412(15，535)百万円

補助率：定率

事業実施主体：国(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計)

２．漁業経営安定対策事業(積立ぷらす）

経営改善に取り組む経営体を対象として、収入が減少した場合に漁業者が拠出し

た積立金と国費により漁業共済の経営安定機能に上乗せした形で補てんします。

漁業経営安定対策事業(積立ぷらす） 5，100(5，100)百万円

補助率：定額

事業実施主体：全国漁業共済組合連合会

３．その他制度の運営に伴う事業

漁業共済制度及び漁船保険制度の健全な運営に資するため、加入の促進、運営経

費の一部補助、団体の組織再編の検討等に必要な経費を助成します。

その他制度の運営に伴う事業 1，917(1，977)百万

補助率：定額、１／２

事業実施主体：漁業共済組合等

お問い合わせ先：水産庁漁業保険管理官（０３－６７４４－２３５５（直））



漁業共済・漁業経営安定対策（積立ぷらす）

積立ぷらす

経営改善に取り組む経営体を対象として、その経営改善を支えるため、
収入が減少した場合に漁業者が拠出した積立金と国費（１：１）により補て
んを行います。

○事業実施期間 ：平成20～29年度（１経営体当たりの支援期間は５年）

事業の内容等

事業の目的

積極的かつ計画的に経営改善に取り組む漁業者を対象に、漁業共済の経
営安定機能に上乗せした形で、収入の変動による影響を緩和し、その経営
改善を支援します。

漁業共済制度
制度の目的

中小漁業者が異常の事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんす
ることにより、漁業再生産の確保と漁業経営の安定を図ります。

漁業共済の種類及び内容

漁獲共済 漁船漁業を中心に、不漁等により漁獲金額が減少した場合
の損失（経費相当部分に限る。）を補償

養殖共済 魚類養殖業を中心に、養殖水産動植物の死亡、流失等によ
る損害を補償

特定養殖共済 ほたてやわかめ等の政令で定める特定の貝類・藻類養殖業
について、品質の低下等により生産金額が減少した場合の損
失（経費相当部分に限る。）を補償

漁業施設共済 供用中の養殖施設又は定置網等の漁具の損壊等による損
害を補償

国の支援

漁業者が支払う共済掛金や、漁業共済団体の事業運営経費の一部を助成すると
ともに、漁業共済団体が行う共済事業に係る保険事業を実施。

漁船保険制度
制度の目的

漁船の不慮の事故によって受ける損害など補てんすることにより、漁業再
生産の確保と漁業経営の安定を図ります。

漁船保険の種類及び内容

国の支援

○ 漁船保険 ：漁船の不慮の事故による損害を補てん
○ 漁船船主責任保険 ：漁船の運航に伴って生じた不慮の費用及び損害賠償

責任に基づく損害を補償
○ 漁船積荷保険 ：漁船に積載した漁獲物等の事故により生じた損害を補償

漁業者が支払う保険料の一部を国庫負担、漁船保険団体の事業運営経費の一
部を助成するとともに、漁船保険団体が行う保険事業に係る再保険事業を実施。 それぞれの補てん対象部分

（原則）
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80
（原則）
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減

収

積立額 国 費

○ 積立方式
・漁業者自身の積立てと国費の積立て（１：１）が補てん原資。

・漁業者の拠出が掛捨てとならない方式。

○ 保険方式
・漁業者が拠出した保険料が補てん原資。保険料には国庫
助成。
・漁業者の拠出（掛金）が掛捨てとなる方式。

平成22年度概算要求額
22,429 百万円



60 燃油・養殖用配合飼料の価格高騰対策
【２，２０９(０）百万円】

対策のポイント
燃油や養殖用配合飼料価格の高騰による影響を緩和するため、漁業者・養殖

業者と国の拠出により補てん金を交付するセーフティーネットの仕組みを創

設します。

＜背景／課題＞

・ 漁業・養殖業は経費に占める燃油費・飼料費の割合が高いことから、燃油価格・配

合飼料価格の動向は漁業・養殖業経営に大きな影響。

・ 原油価格は国際的な需給関係だけでなく、投機資金の流入などの要因により乱高下。

・ 燃油・配合飼料価格は中長期的には依然として上昇基調にあると考えられることか

ら、漁業・養殖業の体質強化を基本としつつも、これと併せて平成20年のような漁業

用燃油価格の高騰や平成18年のような配合飼料価格の高騰の影響を緩和するセーフテ

ィーネットの構築を図ることが、水産物の安定供給を確保していく上で重要。

政策目標

国際競争力のある経営体の育成・確保

＜内容＞

１．漁業経営セーフティーネット構築事業（新規）

漁業者と国の拠出により、燃油価格が高騰したときに補てん金を交付し、漁業経

営の安定を図ります。

漁業経営セーフティーネット構築事業 ２，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．養殖用配合飼料価格安定事業（新規）

養殖業者と国の拠出により、配合飼料価格が高騰したときに補てん金を交付し、

養殖漁家経営の安定を図ります。

養殖用配合飼料価格安定事業 ２０９（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４１（直））

２の事業 水産庁栽培養殖課（０３－６７４４－２３８３（直））



漁業者・養殖業者と国の拠出により、燃油価格や配合飼料価格が高騰したときに補
てん金を交付し、漁業経営の安定を図ります。
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漁業用燃油の価格推移

20年8月
124,400円/kl

21年5月
59,900円/kl

16年８月
47,700円/kl

21年８月
67,400円/kl

漁業用燃油・養殖用配合飼料の価格の変動に備えた経営安定対策

漁業経営セーフティーネット構築事業

【平成22年度概算要求額 ２０億円】
養殖用配合飼料価格安定事業

【平成22年度概算要求額 ２億円】

配合飼料主原料の魚粉輸入価格の推移
円/トン

・燃油価格や配合飼料価格の高騰に備えて、
漁業者と国又は養殖業者と国が１対１の負
担割合で資金を積み立てます。

・原油価格が一定の基準を超えて上昇した

場合に、漁業者に補てん金が支払われます。

○燃油の場合

・配合飼料価格が一定の基準を超えて上
昇した場合に、養殖業者に補てん金が支払
われます。

○配合飼料の場合

補てん単価=当該四半期の平均原油価格が、直前2
年間の平均原油価格に115％を乗じた価格を超えた
分

補てん単価=当該四半期の平均輸入原料価格が直
前2年間の平均輸入原料価格に115％を乗じた価格
を超えた分等



61 漁業者への直接所得補償調査等
【２００(０）百万円】

対策のポイント
漁業所得補償制度の設計のため必要なデータの収集・整理等を実施します。

＜背景／課題＞

漁業者が将来にわたって、持続的に漁業経営を維持していくことができるようにす

るための漁業所得補償制度の設計のために必要なデータの把握を行うことが必要。

あわせて、次期水産基本計画の策定等、水産施策の制度見直しの検討のために必要

なデータを収集することが必要。

政策目標

国際競争力のある経営体の育成・確保

＜内容＞

漁業者への直接所得補償調査等

漁業所得補償制度設計等のため、漁業経営体の経営実態等、必要なデータの収集・

整理等を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：水産庁企画課 （０３－３５９２－０７３１（直））



62 新規就業・新規参入対策
【１，４３５(１，２２８）百万円】

対策のポイント
人材の育成・確保や漁船の安全操業の確保を通じて、効率的かつ安定的な

漁業経営を育成します。

＜背景／課題＞

・ 漁業就業者は、１０年間で３割減少し、２０万人まで減少。６５歳以上が約４割を

占める。

・ 一方、漁業への新規就業者は年間１，０００～１，２００人で推移。

・ 将来にわたり水産物を安定的に供給するには、漁業就業者の確保を促進するととも

に、漁業者による自主的な経営改善の取組の支援等により、漁業の将来を担う人材の

確保・育成を図ることが急務。

・ 漁船の海難等による死者・行方不明者は年間１００名を超え、全船舶で最多。

政策目標

毎年度１，５００人の新規漁業就業者を確保

＜内容＞

１．漁業を担う人材の確保（拡充）

漁業への新規就業を促進するため、就業相談会や現場での長期研修の実施及び水

産高校等の生徒を対象とした現場実習や実践的指導等について支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．将来を担う沿岸漁業就業者の育成

青年・女性漁業者を対象とした漁業技術や経営管理等の研修や沿岸漁業者・漁村

女性グループが行う経営改善等を図るための取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

３．漁船の安全操業の確保

漁業者の安全確保のため、ライフジャケットの着用推進、漁船員に海技士免許等

を取得させるための講習会の実施等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１、３の事業 水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４０（直））

２の事業 水産庁研究指導課 （０３－６７４４－２３７４（直））



63 漁業金融対策

【４，９４８（４２５）百万円】

対策のポイント
○ 漁業者へのセーフティーネットとして、２１年度において措置した漁業緊急
保証対策を、２２年度においても４００億円の特別保証枠で実施します。

○ 認定漁業者に対する漁船・養殖施設等のための資金や、資材コストの低減等、
経営改善のための運転資金について、最大無利子の利子助成を行います。

＜背景＞
昨年秋以降の世界同時不況や資材高騰・魚価安の影響により、漁業経営が急速に悪

化する中で、漁船や養殖設備に対する設備投資が進まず、運転資金などの資金繰りも滞
っています。

政策目標
信用保証及び融資への支援により漁業者に対し、約１，０００億円
の資金融通の円滑化を図る。

＜内容＞
１．漁業緊急保証対策事業（新規）

漁業者の資金繰り支援のため、施設資金・運転資金について、無担保無保証人等の
４００億円規模の特別保証枠を設定するとともに、保証料を引き下げるための助成を
行います。

補助率：定額

事業実施主体：漁業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金

２．漁船・養殖施設整備緊急融資利子補給事業（新規）
認定漁業者が漁船建造あるいは養殖用施設等の更新を行うため、（株）日本政策金融

公庫資金又は漁業近代化資金を借りた場合、利子を最大２％まで助成することにより、
金利負担の軽減（低利又は無利子）を図ります。

補助率：定率

事業実施主体：民間団体等

３．漁業経営改善緊急対策事業（新規）
資材コストの低減等により経営改善に取り組む者が、運転資金を借りた場合に、利子
助成（低利又は無利子）を行います。

補助率：定率

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１・３の事業 水産庁水産経営課（０３－６７４４－２３４６（直））
２の事業 水産庁水産経営課（０３－６７４４－２３４７（直））



金 融 対 策 の 概 要

１ 低利資金の貸付け

漁業者が経営改善に取り組むために、設備資金（漁業近代化資金）や負債整理資金（漁業経
営維持安定資金）について、利子補給により低利資金を貸付。別途、日本政策金融公庫から設
備資金や長期運転資金について低利資金を貸付。

３ 緊急対策

緊急経済対策で行った、①漁業信用基金協会及び（独）農林漁業信用基金の代位弁済時の
負担の大幅縮減（国が９７％負担） 、保証料助成、②大幅な利子補給による施設資金・運転資
金の最大無利子化について２２年度においても実施。

２ 保証による融資の円滑化

•漁業者への融資について、漁業信用基金協会が保証（更に（独）農林漁業信用基金が保険を
引き受けることにより、漁業信用基金協会の負担を軽減。）することにより信用力を補完。

•（独）農林漁業信用基金に対して、交付金を交付することにより、保険料を引下げ、漁業者が支
払う保証料を引下げ。

漁協、信漁連などの融資機関 日本公庫

漁業者等漁業者等

（独）農林漁業信用基金

漁業信用基金協会

漁業者等

信漁連等

（融資機関）

低利
融資

低利
融資

漁業近代化資金

漁業経営維持安定資金
利子補給

交付金

保険料

保証料

保険引受

債務保証

（代位弁済）

（独）農林漁業信用基金

漁業信用基金協会

漁業者等

信漁連等

（融資機関）

交付金

保険料

保証料

保険引受

債務保証

（代位弁済） 保証料助成

97％
負担

融資

融資

補助金

日本公庫

信漁連等

漁業者等

大幅な

利子補給
施設・運転資金の
最大無利子化

２ 漁船・養殖施設整備緊急融資
利子補給事業

３ 漁業経営改善緊急対策事業

１ 漁業緊急保証対策事業



64 漁場保全・被害対策
【４，０４０(２，０６９）百万円】

対策のポイント
大型クラゲ等の有害生物被害対策、漁場造成技術の開発や赤潮対策等による

漁場保全、漂流・漂着物対策等を推進します。

＜背景／課題＞

・我が国周辺水域の漁場環境は、大型クラゲ等の有害生物や漂流・漂着物、赤潮、漁場

油濁の発生などで著しく低下。

・国として、有害生物による漁業被害、漂流・漂着物、赤潮、漁場油濁被害等の対策を

講ずるとともに、生物多様性の保全を推進することが喫緊の課題。

政策目標

我が国の漁業生産量（水産動植物の採捕及び養殖の事業により生

産されたもの）を次のとおり確保。

現状（平成17年度） 573万トン

目標（平成29年度） 631万トン

＜内容＞

１．有害生物漁業被害防止総合対策事業（拡充）

大型クラゲ等の有害生物について、混獲回避漁具の導入促進、駆除、陸上処理、

日中韓による大型クラゲ国際共同調査等の対策を総合的に支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

２．漁場環境・生物多様性保全総合対策事業（拡充）

漁場環境や生物多様性を保全していくために必要な漁場造成技術の開発、赤潮対

策、生物多様性の評価など、各般の対策を総合的に推進します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

３．漁場漂流・漂着物対策促進事業（新規）

漂流・漂着物のリサイクル技術の普及や発生源対策及び漂流・堆積物の回収・運搬

作業の効率的かつ安全な実施体制の確保や漁業者負担の軽減対策を行います。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１、２及び３の事業 水産庁漁場資源課（０３－３５０２－８４８６（直））

水産庁研究指導課（０３－３５９１－７４１０（直））



漁場保全・被害対策

持
続
的
な
漁
業
生
産

漁
場
環
境
の
保
全

赤潮対策
（被害防止のための赤潮監視と漁業者への通報、発生機構の解明）

漁場改善、増殖技術開発
（海域・湖沼の漁場改善、サンゴ増殖技術、木材利用を促進する増殖技術、
底質等改善技術、貧酸素水塊対策、成長段階に応じた漁場環境の形成）

漂流・漂着ゴミの処理
（漁業系資材のリサイクル技術の普及、漂流・堆積物の回収処理）

有害生物による被害の防止
（クラゲ、トド等の有害生物の監視、駆除、混獲回避漁具の導入）

生物多様性の保全
（生物多様性や環境状況を評価をするための手法の開発、希少生物の保全）

油濁被害対策
（油濁被害の拡大防止）

平成２２年度概算要求額
４，０４０百万円



65 環境・生態系保全対策
【１，３３０(１，３３０）百万円】

対策のポイント
国民への水産物の安定供給と公益的機能の維持を図るため、漁業者等が行う

藻場・干潟等の保全活動を支援します。

＜背景／課題＞

・水産資源の保護・培養や水質浄化等で重要な役割を果たす藻場・干潟等が環境変化等

により衰退していることから、漁業者等が行う藻場・干潟等の保全活動を支援し、水産

資源の回復と多面的機能の発揮を図る必要があります。

政策目標

水産業・漁村の有する多面的機能の十分な発揮を確保

＜内容＞

１．環境・生態系保全活動支援事業

国民への水産物の安定供給と公益的機能の維持を図るため、藻場・干潟等の維持

・管理等の環境・生態系の保全活動を行う組織に対して交付金を交付します。

環境・生態系保全活動支援事業 １，２３０（１，２３０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．環境・生態系保全活動支援推進事業

藻場・干潟等の保全活動を全国的に推進するため、優良事例の普及等を通じた国

民への理解促進、講習会の開催等の技術的サポート等を行います。

環境・生態系保全活動支援推進事業 １００（１００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：水産庁計画課 （０３－３５０１－３０８２（直））



藻場・干潟等の保全活動への支援

■環境・生態系保全対策（平成■環境・生態系保全対策（平成2121～～2525年度）年度）

国民への水産物の安定供給と藻場・干潟等の有する公益的機能の維持を図るため、
漁業者や地域の住民等が行う藻場・干潟等の保全活動（長期（５年）にわたる計画的な
取組（計画づくり、モニタリング、保全活動））を支援。

干潟の耕うんアマモの移植

母藻の投入

食害生物の除去

モニタリング計画づくり

【事業の仕組】 【支援の対象（例）】

平成２２度概算要求額
１，３３０百万円



66 資源調査・資源管理等
【４，６１２(４，９０２）百万円】

対策のポイント
適切に資源管理を行うために必要となる資源調査等の実施、漁獲可能量の

管理や資源回復計画の作成等を行い、資源回復等のために漁業者が自主的に

行う減船・休漁等に対する支援等を行います。

＜背景／課題＞

・低位水準にとどまっている水産資源の回復・管理の推進が重要課題となっている中、

資源調査・評価や資源回復計画の作成・実施等により科学的知見や漁業実態に則した適

切な資源管理を行うことが必要。

政策目標

資源評価対象魚種のうち、中位又は高位水準の魚種の比率を増大。

＜内容＞

１．我が国周辺水域資源調査推進事業費・国際資源対策推進事業費等

スルメイカ、マサバ、マグロ類等の主要な水産資源について、科学的知見に基づ

く適切な資源管理に必要な資源調査・評価等を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．合理的資源管理推進事業費等

我が国周辺水域における資源回復計画の作成・実施や、漁獲可能量の適切な管理

等を推進します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

３．省エネ対応・資源回復等推進支援事業費（拡充）

資源回復及び漁業生産構造の再編整備を円滑に推進するため、漁業者が自主的に

行う減船・休漁等に対して支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 水産庁漁場資源課 （０３－６７４４－２３７７（直））

２の事業 水産庁管理課 （０３－３５０２－８４３７（直））

３の事業 水産庁企画課 （０３－３５０２－８４１５（直））



資源調査・資源管理等の概要

平成２２年度概算要求額

資源評価を実施している水産資源のうち 半数程度が低位水準

我が国周辺水域や公海等における水産資源の状況

４，６１２百万円

資源評価を実施している水産資源のうち、半数程度が低位水準

低位水準にとどまっている資源の管理・回復が重要な課題

資源調査の着実な実施 資源管理の着実な実施

•科学的知見に基づく適切な資 • 漁獲可能量等の適切な管理(TAC等)

管理を要する魚種 •資源回復計画の作成・実施

科学的知見に基づく適切な資

源管理に必要な資源調査・評価
等の実施

漁獲可能量等の適切な管理( 等)

•減船・休漁等に対する支援 等

漁業情報収集 資源評価実施

効果の検証

漁業情報収集 資源評価実施

水産資源の管理・回復



67 加工・流通・消費対策
【２，９１０(２，６２３）百万円】

対策のポイント
産地販売力の強化等を推進し、新鮮で安全・安心な国産水産物の安定供給、

漁業者手取りの確保と漁業経営の安定を図ります。

＜背景／課題＞

・国産水産物については、産地自らの販売活動は活発といえない現状。

・産地の販売力を強化し、消費者ニーズに対応した安全・安心な国産水産物の安定供給

を図るとともに、漁業者手取りの確保と漁業経営の安定を図っていくことが課題。

政策目標

○消費地と産地との価格差を４倍以内に縮減

○水産加工場におけるＨＡＣＣＰ導入件数15件／年、流通拠点漁

港において衛生管理された水産物の出荷割合を概ね50％に向上

＜内容＞

１．産地販売力の強化（拡充）

漁業者団体による販売戦略の策定・実行や新規販路の開拓、学校給食等への食材

供給等による地域水産物の流通促進、これまで加工原料として十分に利用されてい

なかった国産魚を水産加工業者が有効活用する取組等に対して支援します。

補助率：定額、２／３、１／２

事業実施主体：民間団体等

２．漁業者団体の買取による価格安定（拡充）

漁業者団体が産地販売力強化等のために水産物を買い取る場合における買取代金

の金利や保管、加工等に必要な経費を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．品質管理体制の構築

ＨＡＣＣＰに基づく品質管理のガイドラインの作成や講習会の開催、省エネルギ

ー型衛生管理技術の開発等に必要な経費を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１、２及び３の事業 水産庁加工流通課 （０３－３５０２－４１９０（直））

３の事業 水産庁整備課 （０３－６７４４－２３９０（直））



効果

水産物の加工・流通・消費対策
産地販売力の強化

産地販売力の育成と流通促進

平成２２年度概算要求額
２，９１０百万円

○
消
費

○
漁
業

漁協等の産地販売
力の育成

漁協等が外部の専門家を活用して行う販売戦略の策定や、消費者
への直接販売など新規販路の開拓等の取組を促進 価格交渉力の強化や

産地販売力の育成と流通促進

地域流通プラン策定 都道府県漁連による地域水産物の流通・販売基本計画策定を促進

費
者
ニ
ー
ズ

業
者
手
取
り

漁協等と加工業者
等との連携強化

産地市場の改革

漁協等が加工業者等と連携して行う新商品の開発や、新サービス
の提供による付加価値の向上等の取組を促進

産地市場統合や買受人の参入による取引の活性化の取組を促進

価格交渉力の強化や
商品価値の向上など
産地販売力強化の取
組を促進

域水産物 流通 漁協等が行う学校給食等 の地域水産物の供給や 地域水産物
ズ
に
対
応
し
た

り
の
確
保
・漁水産加工業者による国産水産物の原料利用を促進水産加工業者が行う低利用・未利用の国産水産物を有効

低・未利用国産魚等の活用

地域水産物の流通
促進

漁協等が行う学校給食等への地域水産物の供給や、地域水産物
に関する情報提供、普及活動等の取組を促進

た
国
産
魚
の

漁
業
経
営

水産加工業者による国産水産物の原料利用を促進水産加工業者が行う低利用・未利用の国産水産物を有効
活用した製品の開発等の取組を促進

市場動向を踏まえた漁業者の効率的生産を促進産地の水揚量、卸売価格等の水産物の需給・価格動向に
関する情報を収集 整理 広く国民 タイム 提供

需給・価格情報の提供

の
安
定
的
供

の
安
定

（小実産

漁業者団体の買取による価格安定

市場動向を踏まえた漁業者 効率的 産を促進
関する情報を収集・整理し、広く国民にリアルタイムで提供

供
給
と
消
費

漁
業
者

小
売
・加
工

業
者
）

実

需

者

水揚げ

産
地
市
場

漁
協
等

販売

買取、保管

助成

漁業者の手取りの向上のための取引を
促進

費
拡
大

水産物流通の全段階を通じた品質管理体制の構築
を促進

品質管理体制の構築

HACCPに基づく品質管理のガイドラインの作成や講習会
の開催、省エネルギー型衛生管理技術の開発等を促進



68 強い水産業づくり交付金
【７，４７２(７，６７４）百万円】

対策のポイント
漁業の共同利用施設の整備等により、漁業経営の構造改善、漁港機能の高

度化、担い手の確保等に係る地域の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・水産資源の悪化、漁業者の減少と高齢化、燃油や飼料の高騰、魚価の低迷など我が国

水産業を取り巻く環境はかつてない厳しさ。

・水産物の安定供給、水産業の振興のため、漁業者の共同利用施設の整備等を推進する

ことが喫緊の課題。

政策目標
○ 産地の販売力強化と流通の効率化・高度化
○ 漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発揮
○ 安全で活力ある漁村づくり

＜内容＞

１．水産資源の回復、さけ・ます及び内水面漁業の資源の増殖及び内水面漁業の
近代化等のための施設整備等の支援
（対象施設）種苗生産施設、魚道、産卵場、養殖施設、体験学習施設等

２．漁業収益力の強化や水産物流通機能の強化等のための漁業者の共同利用施設等
の整備の支援
（対象施設）荷さばき施設、水産鮮度保持施設、水産加工処理施設、燃油補給施設、

漁船修理施設、大型ノリ自動乾燥機、漁業演習船等

３．漁港漁場の機能向上や利用の円滑化、付加価値創造型漁業地域づくりのため
の施設の整備の支援
（対象施設）利用向上施設、環境改善施設、機能改善施設、自然エネルギー利用施設、

地域資源活用施設、減災対策施設等

４．地域漁業の構造改革や新規参入者の起業に必要な機器・施設の整備の支援
（対象施設）加工・流通関係機器・施設、その他生産性の向上に資するものとして地

域協議会が承認した機器・施設、起業に必要な機器・施設

交付率：定額（定額、3/10、1/3、4/10、1/2、5.5/10、2/3以内）

事業実施主体：地方公共団体、水産業協同組合、民間団体等

お問い合わせ先：
１の事業 水産庁栽培養殖課（０３－３５０２－８４８９（直））

水産庁管理課 （０３－３５０２－８４５２（直））
２の事業 水産庁防災漁村課（０３－６７４４－２３９１（直））
３の事業 水産庁防災漁村課（０３－６７４４－２３９２（直））
４の事業 水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４０（直））



69 離島漁業再生支援交付金

【１，５７８（０）百万円】

対策のポイント

条件不利地域であり、漁業者の減少や高齢化が進展する離島において、漁場の
生産力の向上など漁業再生活動に取り組む漁業集落を支援します。

＜背景/課題＞
・ 離島は、我が国水産業の前進基地であるとともに、漁場保全の観点からも、大きな役割。

・ 離島は、漁獲物の販売・漁業資材の取得など販売・生産面で不利な条件下にあり、特に

近年、消費者の鮮度志向の高まりや、漁業就業者の減少・高齢化の進行により、一層、不

利性が深刻化。

・ 離島漁業の再生を図るためには、漁場の生産力の向上を図りつつ、地域の創意工夫によ

り各島の特性を最大限に活用する必要。

政策目標
全国の漁業生産額に占める離島の漁業生産額の割合１０．０％の確保

＜内容＞
１．離島漁業の再生を支援する交付金の交付（新規）

離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域のうち、本土と

架橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象として、漁場の生産力

の向上に関する取組などにより漁業の再生に取り組む漁業集落に交付金（25世帯で構成さ

れる集落の場合340万円）を交付します。

２．離島漁業再生支援推進交付金（新規）

離島漁業再生支援交付金の交付を円滑に行うため、都道府県や市町村における説明会の

開催、審査、確認事務等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

お問い合わせ先: 水産庁企画課（０３－３５９２－０７３１（直））



離島を巡る状況
離島を巡る状況

離島漁業再生支援交付金
離島漁業再生支援交付金

離島漁業再生支援交付金

① 離島の漁業は、我が国の水産業にとって前進基地で

あるとともに、漁場の保全の観点からも大きな役割

（＊離島の漁港の利用船舶の約半分は地元外の船舶）

② 離島において、水産業及び水産加工業は基幹産業 高齢化比率（65歳以上）（H18） 29.4％（本土） 35.5％（離島）

① 本土に比べ、生産・販売面で条件格差が存在

② 漁業就業者の減少、高齢化が進行

③ 他の兼業機会も少なく、漁業集落の活力が低迷

離島の現状離島の現状離島と水産業離島と水産業

中核的なグループが中心となって共同で漁業
再生活動に取り組む離島の漁業集落（地区）
に対し、交付金により支援

① 対象地域：離島
（近接離島は都道府県知事による認定）

② 交付対象：漁業集落又は地区
③ 交 付 額：340万円/集落（25世帯の場合）
④ 対象行為：漁業再生活動

中核的なグループが中心となって共同で漁業
再生活動に取り組む離島の漁業集落（地区）
に対し、交付金により支援

① 対象地域：離島
（近接離島は都道府県知事による認定）

② 交付対象：漁業集落又は地区
③ 交 付 額：340万円/集落（25世帯の場合）
④ 対象行為：漁業再生活動

制度
制度

①集落協定の策定

②漁場の生産力の向上

③集落の創意工夫を活かした新たな取組

漁業再生活動漁業再生活動

○この交付金のほか、漁業者や地域住民等による藻場・干潟等の保全活動について、環境・生態系保全対策により離島に限らず全国的に支援を実施。

交付実績
交付実績

Ａ重油価格（H21.4） 全国平均60.2円/ℓ
佐渡島93.8円/ℓ 壱岐島85.0円/ℓ 奄美大島84.5円/ℓ

離島での漁業再生のため、集落協
定を策定し、共同で再生活動に取り
組む。
五島ブランドのイメージ向上や地
域漁業の活性化を図るため、都市
部との交流促進による体験漁業等
の活動や、種苗放流、イカ柴の設置、
共同畜養などの共同活動を展開。

事例：長崎県五島市

体験漁業 アワビの種苗放流

漁場生産力の向上に関する取組

種苗放流、漁場の管理・改善、

植樹、海岸清掃、漁場監視

等

創意工夫を活かした新たな取組

漁具漁法の開発、

新規養殖業への着業

高付加価値化

流通体制の改善 等

有効求人倍率（H21．6） 0.42（全国） 0.28（沖縄県） 0.31（佐渡）

漁場生産力の向上
に関する取組数

創意工夫を活かした
新たな取組数

Ｈ１７ 180 721 424 132

Ｈ１８ 221 826 836 381

Ｈ１９ 226 831 917 426

Ｈ２０ 232 839 944 465

取組数
協定締結 参加集落年度

平成２２年度概算要求額
１，５７８百万円



70 農業農村整備事業（公共）
【４８８，９３０(５７７，２２０）百万円】

対策のポイント
食料供給力の強化と、安全で活気ある農業・農村の実現に向け、生産基盤

の整備や保全管理について、効率的で地域の実情にあった支援を行います。

＜背景／課題＞
・農業の最も基礎的な生産要素である農地・農業用水を有効活用して、食料自給率を向
上させるためには、排水不良や水利施設の老朽化といった生産基盤上の課題を克服する
必要があります。また、近年は、岩手・宮城内陸地震などの大規模地震、集中豪雨が発
生するなどの自然災害が多発しており、農村地域における防災安全度を向上させ、災害
時の被害の防止・軽減を図る必要があります。

政策目標
○農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保
○優良農地の確保・保全

＜内容＞
１．農地と農業用水の保全・管理
（１）農業水利施設の効率的な保全と管理体制の整備・強化

基幹的な農業水利施設を対象に、機能診断及び診断結果に応じた補修等の対策
を実施します。また、農家が中心となって、地域住民やＮＰＯなど多様な主体の
参画による安定的な管理体制の整備・強化を図ることにより、農業水利施設の機
能を効率的に保全しつつ、これらが有する多面的機能を適切に発揮します。
【基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共）６，８９１（６，２６６）百万円】

【国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）（公共）
２,６３４（２，５１５）百万円】

（２）地域の営農課題に対応した用排水条件の整備
水田の有効活用及び気候変動に的確に対応するため、計画策定と管理省力化の

農業水利施設整備を一体的に支援します。
【新農業水利システム保全対策事業（公共） １，０００（７４３）百万円】

２．基盤整備による水田の有効活用
水田の有効活用や農地利用集積を一層進めるため、暗きょ排水などの排水対策

や大区画化等の基盤整備を推進します。
【国営農地再編整備事業（公共） １４，０６６（１２，９１８）百万円】

【経営体育成基盤整備事業（公共） ４９，８６８（６０，７８５）百万円】

３．地震等災害に強い農村づくりの推進
災害に対して脆弱な中山間地域等を対象地域に加え、地域住民の参画による防

災に関する取組みへの支援の追加など農村地域の防災・減災対策を強化します。
また、決壊すると甚大な被害をおよぼすおそれのあるため池について、耐震点検
を促進するとともに、耐震性の向上を図るための改修を推進します。

【農村災害対策整備事業（公共） ２,０９９（２２０）百万円】
【防災ダム事業（公共） １,１７３（１，５８３）百万円の内数】

【ため池等整備事業（公共） １５，２５９（１８，０９３）百万円の内数】

お問い合わせ先：
１の事業： 農村振興局水資源課 （０３－３５０２－１３６３（直））
２の事業： 農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２２０８（直））
３の事業： 農村振興局防災課 （０３－３５０２－６４３０（直））



71 森林整備事業・治山事業（公共）
【森林整備事業 １３６，９９７（１６１，７３５）百万円】

【治山事業 ８４，０１７（ ９９，１９０）百万円】

対策のポイント
○ 路網を整備しつつ、集約化施業の加速化により利用間伐を促進し、森林

吸収源対策など国民の期待に応える森林整備を推進します。【森林整備事業】

○ 森林の保水、山崩れ防止機能を発揮させ安全・安心を確保するため、荒

廃地を復旧し、森林を再生する治山対策を展開します。【治山事業】

＜背景／課題＞

・森林吸収目標１，３００万炭素トンの達成のため、効率的な間伐の推進が必要。

・「非常に激しい雨（1時間降水量50mm）」の増加に加え、「今後、強い降雨現象の頻度が

増す可能性は非常に高い」（IPCC報告書）ことから、山地災害発生リスクの増加が懸念。

政策目標
○京都議定書の森林吸収目標1,300万炭素トンの達成に向けた間伐の実施

(6年間で330万ヘクタール)等 【森林整備事業】

○周辺の森林の山地災害の防止機能等が確保された集落の数を約5万2千集落

(H20年度)から約5万6千集落(H25年度)に増加等 【治山事業】

＜内容＞

１．森林整備事業

路網の整備を促進しつつ、平成24年度までに段階的に集約化施業に転換するととも

に、基盤が整備された地域の間伐は、原則、間伐材を搬出利用するものに限定します。

（１）多面的機能の持続的発揮に向けた間伐等の森林整備

① モザイク林への誘導により公益的機能を確保し、資源の循環利用等にも貢献

② 里山地域の森林整備・保全上問題となっている竹林対策の支援等を充実

（２）効率的な間伐等に資する路網整備の推進

① 高性能林業機械の導入に対応した路網を整備し利用間伐を推進

② 木製構造物を用いた既設林道及び作業道を対象に、林道改良の計画作成を支援

２．治山事業

流域全体を見据えた効果的な森林の再生を図る治山対策を推進します。

① 渓畔林の整備、危険木除去等の総合的な流木災害防止対策を推進

② 流域生態系の維持・向上に資する新工法等の開発、定着を促進

③ 最新技術の活用による効率的な崩壊危険地等の調査手法を開発

お問い合わせ先：１の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３（直））

２の事業 林野庁治山課 （０３－６７４４－２３０８（直））



森林・林業政策の改革
～コンクリート社会から木の社会へ～

《効率的な森林整備の推進と間伐材等の安定供給》

《間伐材をはじめ国産材を１００％活用》

国産材住宅の推進

・在来工法住宅の国産材
シェアを約３割→約６割へ
・大工・工務店など、木造
住宅・建築の
担い手に対す
る支援

公共施設の木造化

・公共施設における木材
利用の義務付けを検討

バイオマス利用の促進

・国産材への原料転換、間伐
材などの製紙・バイオマス
利用の推進
・関連研究・技術開発の推進

火力発電等における混焼

・間伐材を利用した石炭混
焼発電の促進策を検討

低炭素社会の実現に向けての国民の意識形成

路網整備を加速化しつつ間伐を推進

・林道主体→作業道主体へ（１０年後にドイツ並みに）
・高性能林業機械との組み合わせによる低コスト
作業システムの一般化
・切り捨て間伐→利用間伐へ（林地残材の解消）

国産材の加工流通構造の改革

・小規模・分散・多段階→大規模・
効率的な国産材の加工・流通
体制の整備

集約化施業を加速化

・意欲と能力のある林業経営体・事業体を育成
・原則、補助対象となる全ての森林施業を集約化施業に転換
（H２４まで）

条件整備のための支援

・フォレスター（森林・林業の経
営専門家、技術者）の育成

・緑の雇用を通じた就業促進と
着実なキャリアアップ

・地籍調査と連携し
た境界明確化の
促進

川上

川下

山村の活性化
（地域間格差の是正）

・森林整備事業による雇用
の創出
・山村に暮らす人々の安全
安心の確保
・山村資源の活用による新
たな産業の創出

ﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 火力発電所木造住宅 学校の内装



72 水産基盤整備事業（公共）
【１０１，５２６（１１９，８６０）百万円】

対策のポイント
○ 水産資源の回復と豊かな生態系の維持・回復を図るため、水産環境整備
を推進します。

○ 産地の生産・流通機能、販売力の向上を図るため、拠点漁港の衛生管理
対策を推進します。
○ 防災・減災対策、既存ストックの活用等による安全で活力のある漁村づ
くりを推進します。

＜背景／課題＞

・我が国周辺水域では水産資源の多くが低位となっており、また、藻場・干潟の減少や

磯焼けの進行等により、水産動植物の生育環境が悪化しています。

・安全・安心な水産物の安定供給のためには、生産・流通機能の強化が必要となってい

ます。

・漁村は集落排水施設等の生活環境施設の整備が立ち後れています。

政策目標
○漁場整備により水産物を概ね14.5万トン増産
○高度衛生管理される水産物の出荷割合を23%から概ね50%に向上
○漁業集落排水処理普及率を35%から概ね60%に向上

＜内容＞

１．水産基盤ストックマネジメント事業 ３，０７０（１，２２０）百万円

既存ストックの有効活用と効率的・効果的な施設の更新を推進します。

２．フロンティア漁場整備事業 １，３００（１，０００）百万円

沖合資源の増大のため、国の直轄漁場整備として、日本海西部においてアカガレイ

・ズワイガニを対象とした事業を推進するとともに、新たに、マアジ・マサバ・マイ

ワシを対象とした事業を実施します。

３．豊かな海を育む総合対策事業 ７，５９１※（８，４８０※）百万円の内数
※本事業のうち主要事業である広域漁場の要求額

水産資源の回復・増大と豊かな生態系の維持・回復が図られるよう、水産生物の生

活史に対応した広域的な水産環境整備を推進します。

４．水産物流通機能高度化対策事業
２９，０２８※（３２，７９０※）百万円の内数

※本事業のうち主要事業である広域漁港の要求額

産地の生産・流通機能の向上と販売力の強化を図るため、拠点漁港における高度衛

生管理型荷捌き所、岸壁等の整備を推進します。

５．漁村再生交付金 ５，５４０（７，２３０）百万円

都市との交流活動などの地域の特性を活かした取組と連携し、生産基盤と生活環境

整備を一体的に実施します。

６．漁業集落環境整備事業 ２，７００（４，１４０）百万円

漁業集落排水施設の有効活用と効率的・効果的な施設の更新を推進します。

［お問い合わせ先：水産庁計画課（０３－３５０１－８４９１（直））］
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